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川崎市バス事業 経営計画

市バス事業については、昭和２５（１９５０）年に営業を開始し、臨海部における工

業の発展と港湾整備による就業人口の増加、内陸部や丘陵部における宅地化に伴

う人口増加など、本市の発展に伴い、運行エリアを拡大し、現在では市内のほぼ全

域において市バスを運行し、地域の大切な交通手段として多くの市民やお客様に

御利用いただいております。

また、市バスでは、本市のまちづくりや福祉、環境対策、災害時の輸送確保など、

行政施策との連携・協力を行い、公営交通事業者としての役割を担ってきました。

これまで市バスでは、数次にわたる経営健全化計画を策定し、経営改善やお客様

サービスの向上に取り組んできました。直近では、令和元（２０１9）年度から令和7

（２０25）年度までを計画期間とする「川崎市バス事業 経営戦略プログラム」に基

づき、輸送安全に係る研修の計画的実施、路線の再編・新設・見直し、電気バスの

試験導入、退職動向等を踏まえた運転手・整備員の採用、上平間営業所の建替え

整備や営業所管轄路線の見直し、料金改定等により、持続可能な経営を目指して

取組を進めてきたところです。

しかしながら、今後の本市における人口増加と高齢化率の上昇、まちづくりの進

展、全国的に不足している運転手・整備員の安定的な確保・育成、営業所施設の老

朽化など、市バス事業を取り巻く環境は刻々と変化しています。こうした状況を踏

まえ、市バス輸送サービスを持続的に提供し、市民やお客様の大切な交通手段を

確保するため、新たな経営戦略として「川崎市バス事業 経営計画」を策定しました。

市バス事業は、川崎市の発展とともに積み重ねてきた歴史を踏まえつつ、強い使

命感を持って今後の事業を取り巻く環境の変化に的確に対応し、これからも公営

交通事業者としての意義・役割を着実に果たしていくため、お客様に満足いただけ

るサービスの提供と選ばれる市バスを目指して取組を進めていきます。

はじめに

初代市バス

昭和40～50年代頃の市バス

電気バス

ハイブリッドバス
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乗合バスの輸送人員は、人口減少や少子高齢化、ライフスタイルの変化等によ
る長期的な需要減に加え、新型コロナウイルス感染症の影響等により、輸送人員
が大きく減少し、令和3（2021）年度に増加に転じるも、新型コロナウイルス感
染症の感染拡大前の水準まで回復していない状況です。

第１章 計画の策定に当たって

(1) 乗合バス事業について

１ 計画策定の背景・趣旨

令和５（２０２３）年度における乗合バス事業者の収支については、民営・公営
を含めた乗合バス事業者の７割以上が赤字となっており、非常に厳しい状況で
す。

公営の乗合バス事業者数については、昭和５５（１９８０）年度には５８者ありま
したが、令和元（２０１９）年度は２３者と半数以下まで減少し、近年では横ばいで
推移しています。

このような状況に加え、乗合バス事業者では、運転手等の人手不足を解消する
手段として、従業員の待遇改善等に取り組んでいることから、更に経営状況が
厳しくなることが見込まれます。

割合合計その他地域大都市部

２６．３％５７１７４０黒字（者）

７３．７％１６０１３４２６赤字（者）

１００．０％２１７１５１６６合計（者）

全国の乗合バスの輸送人員の推移

公営の乗合バス事業者数の推移

全国の乗合バスの収支状況（令和5（2023）年度）

資料：国土交通省の資料を基に作成
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平成26（2014）年８月に、総務省は、公営企業をめぐる経営環境が厳しさを
増しつつあるため、中長期的な視野に基づく計画的な経営に取り組み、徹底し
た効率化と経営健全化を行うことが必要であることから、中長期的な経営の
基本計画である「経営戦略」を策定し、経営基盤の強化と財政マネジメントの向
上に取り組むよう、各公営企業に対して要請しました。

また、平成28（2016）年１月には、「経営戦略」の策定率を令和２（2020）年
度までに100％とすることなどについて示すとともに、「経営戦略策定ガイド
ライン」を取りまとめました。

さらに、令和４（2022）年１月に、中長期的な経営の基本計画である経営戦
略については、経営基盤強化と財政マネジメント向上の柱と位置付けられるも
のであり、策定した経営戦略に沿った取組等の状況を踏まえつつ、PDCAサイ
クルを通じて質を高めていくため、３年から５年以内の見直しを行うよう、各公
営企業に対して要請しました。

第１章 計画の策定に当たって １ 計画の背景・趣旨

市バス事業は、昭和25（1950）年の営業開始から、臨海部における工業地
帯の発展や企業進出、内陸部や丘陵部における宅地化に伴う人口増加など、
川崎市の発展に伴い、路線エリアを市内全域に拡大し、地域の大切な交通手
段として、多くの市民やお客様に利用されながら、川崎市のまちづくりや福
祉、環境対策等の行政施策との連携・協力等を行い、公営交通事業者として
の役割を担ってきました。

こうした事業拡大の一方で、市バス事業においても全国の乗合バス事業と
同様に、交通手段の多様化をはじめ、景気低迷の影響や週休２日制の普及に
よる通勤利用者の減少や、少子化による通学利用者の減少などにより、バス
の乗車人員は減少し、厳しい経営状況が続きました。また、近年では、新型コ
ロナウイルス感染症による緊急事態宣言の発出等による外出自粛や、テレ
ワークの普及等による行動様式の変容などにより、乗車人員は大幅に減少し
ました。

このような社会環境の変化に対応するため、市バスでは、数次にわたり経
営健全化計画を策定し、営業所の管理委託の拡大などによる経営改善に取
り組むとともに、路線の再編・新設・見直しや、バス停留所施設の整備等の快
適なバス待ち空間の提供などによるお客様サービスの向上に取り組んでき
ました。

直近では、令和元（２０１９）年度から令和７（２０２５）年度までを計画期間と
する「川崎市バス事業経営戦略プログラム」に基づき、市バス輸送サービスを
持続的に提供し、市民やお客様の大切な交通手段を確保するとともに、利用
動向を踏まえた路線再編や営業所の統合、料金改定などを進めてきたところ
です。

今後についても、高齢化の進行や人口増加、まちづくりの進展などの事業
を取り巻く環境が刻々と変化する中においても、運転手・整備員の確保・育成
や営業所施設の老朽化といった課題に的確に対応しながら、市バス輸送サー
ビスを持続的に提供し、市民やお客様の大切な交通手段を確保していくため、
新たな経営計画を策定し、取組を進めていきます。

○ 事業概要
組織、人材、定員、給与に関する事項、その他経営基盤強化に関する事項など

○ 事業検証・改訂
毎年度の進捗管理の方法、３～５年毎の改定の方法など(ＰＤＣＡサイクル確立)

○ 投資・財政計画（計画期間は基本10年以上)

投資試算
施設設備の現状把握
将来の需要予測など

財源試算
財務状況の現況把握
将来の財源予測など

投資以外の経費の効率化
給与・定員の見直し、広域化の推進、民間活用、ICTやIoTの活用など

計画期間内の収支均衡

※総務省の資料を基に作成

(２) 市バス事業について (３) 経営戦略の策定・改訂について

経営戦略のイメージ
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施策4-4-3 市バス事業の運営

川崎市総合計画（第４期実施計画）

本計画は、「川崎市総合計画（以下「総合計画」という。）」に位置付けられた政
策を効率的・効果的に推進するため、事業目標や取組内容を、総合計画よりも
詳細に定める個別計画として位置付けて策定します。

また、「川崎市総合都市交通計画」や「地域公共交通計画」など関連する行政
計画を含む、他の個別計画などとも連携することにより、総合計画と理念を共
有し、基本構想で掲げる、めざす都市像の実現に向けて一体的な施策・事業の
推進を図ります。

さらに、総務省から策定を要請されている「経営戦略」については、本計画に
内包する形で位置付けます。

第１章 計画の策定に当たって

２ 計画の位置付け

本計画の期間は、総合計画との整合を図るため、令和８（２０２６）年度から令
和１９（２０37）年度までの１２年間とします。

このうち、令和8（２０26）年度から令和11（２０29）年度までの４年間を第１期、
令和12（２０３０）年度から令和15（２０33）年度までの４年間を第２期、令和16
（２０３4）年度から令和19（２０37）年度までの４年間を第３期とし、計画期間中
の事業や財政収支計画及び財政収支見通しを示します。

このため、計画期間12年間の基本的な考え方を明らかにし、第１期４年間につ
いては具体的な取組を記載しています。また、第２期以降の具体的な計画につ
いては、第１期４年間の取組状況等を踏まえ、「総合計画第５期実施計画」の策定
に合わせて令和11（２０29）年度に見直しを行います。

３ 計画期間

Ｒ16～Ｒ19
（２０34～２０37）

Ｒ12～Ｒ15
（２０30～２０33）

Ｒ8～Ｒ11
（２０２6～２０２9）

Ｒ４～Ｒ７
（２０２２～２０２５）

川崎市
総合計画

交通局
経営計画

基本
計画

基本計画

第４期
実施計画

第３期
実施計画

経営戦略

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 本計画

第１期
計画

後期
実施計画

● 総合都市交通計画
● 地域公共交通計画
● 関連する行政計画など

（個別計画など）

活力と魅力あふれる力強い都市づくり基本施策4

施策4-4 総合的な交通体系を構築する

●本計画（個別計画）
※「経営戦略」を内包

連携

効率的・効果的に
推進

計 画 期 間

計 画 の 位 置 付 け

第５期
実施計画

第６期
実施計画

第2期
計画

第3期
計画
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第２章 市バス事業の現状と課題等

【これまでのあゆみ】

市バス事業は、昭和２５（１９５０）年１２月１５日に大島営業所を拠点とし、浜
町三丁目から新丸子駅間の１２．０４キロ区間をバス１１両で開業しました。昭和
２７（１９５２）年には、大島営業所溝口出張所を開設し、臨海部から北西部まで
の路線が結ばれることになり、翌年、昭和２８（１９５３）年には、上平間営業所
を開設し、内陸部の拠点を設けました。 昭和３０年代に入ると、臨海部におけ
る工業の拡大と港湾整備による就業人口の増加、人口の急増等による急激な
需要増に対応するため、市バス路線の拡充整備が積極的に推し進められまし
た。市バス路線の拡充に伴い、昭和３７（１９６２）年には塩浜営業所、昭和４１（１
９６６）年には井田出張所（現在の井田営業所）、昭和４７（１９７２）年には市営
住宅の一部を利用した鷲ヶ峰営業所を開設しました。昭和５５（１９８０）年には
溝口営業所の代替施設として市営住宅の一部を利用した鷲ヶ峰営業所菅生出
張所を開設しましたが、令和３（2021）年度に鷲ヶ峰営業所と統合し、４営業
所で市バスネットワークを支えています。

また、平成１７（２００５）年には、市内の小・中学校の社会見学やイベント開催
時における輸送など、地域の個別の需要に応じた幅広いサービスを提供する
ため、昭和4３（1968）年に廃止した貸切バス事業を再開しました。

こうして市バス事業は、臨海部における工業地帯の発展や企業進出、内陸部
や丘陵部における宅地化に伴う人口増加など、川崎市の発展に伴い、限られた
経営資源を活用しながら路線を市域全体に広げていくとともに、公共施設へ
の交通手段の確保や民営バスでは対応が難しい地域への交通手段の確保など、
公営バスとしての役割を担い、市域全体の様々な需要に対応した路線サービ
スを展開してきました。

(1) 事業規模等

１ 市バス事業の現状

【市バスネットワークの現状】

現在、市バスは、市域全体を営業エリアとして、市域における路線バス乗車人
員の約４割のシェアを有しています。

市内の路線バスには、市バスのほか、主に民営バス３社が乗り入れており、川
崎鶴見臨港バスが臨海部地域を、東急バスが東急東横線・田園都市線沿線を、
小田急バスが小田急線沿線を主な営業エリアとしています。

市バス及び民営バス３社の１日当たりの乗車人員は、新型コロナウイルス感
染症の影響により、大幅に減少しましたが、近年回復傾向で推移しています。

① 市バス事業 市バスネットワークと民営バスの営業エリアイメージ

　　※川崎市統計書を基に作成
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（％）（万人） 市バス 民営３社 シェア率

市バス及び民営バス３社の１日当たりの乗車人員と市バスシェア率
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② 運輸成績【令和６（2024）年度】

乗合バス事業の運輸成績は、次のとおりです。 乗合バス車両数は、令和２（2020）年以降は減少傾向で推移しており、令和７
（２０25）年度では304両となっています。

バス車両の更新時には、バリアフリー化を推進するため、ノンステップバスを積
極的に導入するとともに、脱炭素社会の実現に向けた取組を推進するため、令
和６年度には、市バス初となる電気バスを導入しました。

なお、貸切バス車両数については、貸切バス事業を再開した平成１７（２００５）
年以降、５両体制となっています。

③ バス車両数

１ 日 平 均数 量区 分

ー197.693ｋｍ認可キロ数

ー491箇所停留所数

ー169系統運行系統数

ー28路線営業路線数

ー365日営業日数

ー304両期末在籍車両数

256両93,272両延実働車両数

29,298ｋｍ10,693,762ｋｍ実車走行キロ

128,150人４６，７７４，６１７人乗車人員

21,444,153円7,827,115,949円乗車料収入（税抜き）

１日平均数量区分

ー365日営業日数

ー5両期末在籍車両数

1両449両延実働車両数

75ｋｍ27,315ｋｍ実車走行キロ

422人154,209人乗車人員

106,428円38,846,076円乗車料収入（税抜き）

※認可キロ数、停留所数、運行系統数及び営業路線数は、令和７（2025）年3月31日時点の数字
※運行系統数には臨時系統の13系統を含む

貸切バス事業は、主にイベントや川崎競輪の輸送で利用されており、
運輸成績は次のとおりです。

(1) 事業規模等

　　※各年度４月１日時点での車両数

316 320 322 326 326 315 
295 290 287 288 

19 19 19 18 17 
17 

17 17 16 16 
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332 

312 307 303 304 
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（両） ノンステップバス
ワンステップバス

乗合バス車両数の推移（環境配慮車両）

乗合バス車両数の推移（ノンステップバス・ワンステップバス）

第２章 市バス事業の現状と課題等 １ 市バス事業の現状
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　　※各年度４月１日時点での現在員数（再任用含む）

385 366 350 343 346 334 328 317 310 315 
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R7

(2025)

（人）
運転手 整備員 事務等

過去５年間の市バスにおける有責事故発生件数については、令和５（2023）
年度まで静止物接触事故の減少などにより全体として減少傾向にありましたが、
停車の際の動揺による車内人身事故が増加したことなどから、令和６(2024)
年度は前年度より増加しました。

今後も、自転車の車道走行の増加など、近年の道路走行環境の変化に加えて、
高齢のお客様の増加が見込まれることなどから、安全性の確保に向けた取組が
ますます重要となります。

④ 職員数

第２章 市バス事業の現状と課題等 １ 市バス事業の現状

市バスの正規職員数は、営業所の管理委託規模の拡大、営業所の統合等によ
り、令和７（２０25）年度では447人となり、平成２８（2016）年度と比較して、
77人（約15％）減少しています。

また、こうした状況の中においても、民間整備事業者が減少していることから、
定期点検業務や車検を自家化するため、整備員については人員を増やし、安定
的な車両整備体制の確保に努めています。

(２) 安全な輸送サービス

有責事故発生件数の推移（形態別）

(1) 事業規模等

正規職員の推移
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市バスサービスポリシー

市バスでは、平成２４（２０１２）年度に、「市バスサービスポリシー」を策定し、職
員が日々の業務の中で、「サービスポリシー」の実践を通してサービス向上に取
り組んでいます。

第２章 市バス事業の現状と課題等 １ 市バス事業の現状

また、市バスサービスにおけるお客様満足度を調査する「市バスお客様アン
ケート調査」を実施し、お客様の満足度、不満足度を継続的なサービス向上に向
けた取組に活用しています。

令和６（２０２４）年度におけるお客様満足度の調査結果については、市バスの
サービス全般についての評価である「総合満足度」が７3.4％となり、調査開始
以降、最も高い評価となりました。

(３) お客様へのサービス

安全・安心な運行サービスを最優先で提供する市バスの職
員全員が、市民やお客様の声に応え、満足をいただくため
に取り組むサービスについての市民やお客様への約束

４つの柱に沿って定めた「サービスポリシー」と、それを実
現するため、職員がサービス業務を行うに当たっての価値
や行動判断の基準となる「行動基準」で構成

定義

どのようなときも安全最優先で行動し、お客様
や周囲の人が「安全を実感できる市バス」をめざ
します。

安全

お客様の立場を理解して親切丁寧に行動し､お
客様が「安心・信頼してご利用できる市バス」を
めざします。

安心・信頼

お客様が「心地よく快適にご利用できる市バス」
をめざします。

快適

お客様に「感謝の気持ちを伝え続ける市バス」を
めざします。

コミュニケーション

構成
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65.8 
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55.2 
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R6

(2024)

（％） 安全 安心・信頼
快適 コミュニケーション
総合満足度

お客様満足度調査の推移
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第２章 市バス事業の現状と課題等 １ 市バス事業の現状

① 純損益と資金過不足額

純損益については、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２（２０20）
年度及び令和3（２０21）年度に、大幅な純損失を計上しましたが、令和４（２０２
２）年度以降、料金改定などによる乗車料収入の増加や、営業所の統合、輸送需
要に応じた運行などにより、純利益を確保しています。

資金については、平成２９（２０１7）年度を除くと資金不足は生じていませんが、
新型コロナウイルス感染症の影響による減収への対応として、令和２（２０20）
年度及び令和3（２０21）年度に特別減収対策企業債を発行して資金を確保して
いる状況です。

乗車人員については、令和２（２０20）年度に新型コロナウイルス感染症の影
響により大幅に減少し、令和３（２０2１）年度以降、回復傾向にありますが、乗車
人員の半数以上を占めるＩＣ・現金の乗車人員は、令和元（２０19）年度の乗車人
員まで回復していない状況です。

乗合乗車料収入については、概ね乗合乗車人員に連動して推移しています。

② 乗合バス事業の乗車料収入と乗車人員

(４） 収支状況

乗合バス事業の乗車人員と乗車料収入（税抜き）の推移
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純損益と資金過不足額の推移

乗車料収入乗車人員

ひとり親家庭支援施策
に係る特別乗車証交付

事業の影響

特別減収対策企業債発行

料金改定実施
（R4.10.1）

新型コロナウイルス感染
症の影響により乗車料収

入が大幅に減少
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（万円）（億円）
管理委託料 １両当たりの委託料

第２章 市バス事業の現状と課題等 １ 市バス事業の現状

⑥ 管理委託料④ 広告料収入

③ 貸切バス事業の乗車料収入と乗車人員

貸切乗車料収入は、令和２（２０20）年度に新型コロナウイルス感染症の影響
により、大幅に減少しましたが、令和３（２０2１）年度以降、料金改定の実施など
により、徐々に改善しています。

乗車人員については、概ね貸切乗車料収入に連動して推移しています。

人件費については、平成29（2017）年度に管理委託規模を拡大するとともに、
令和３（2021）年度以降、営業所の統合や輸送需要に対応した運行の実施など
により、平成27（2015）年度に比べ、約10億円の経費削減が図れています。

⑤ 人件費

広告料収入については、主にバス車両のラッピング広告、車外広告、車内音声
広告、車内額面広告により収入を確保しています。平成２8（２０１6）年度以降、
収入源であったラッピング広告については、大口広告事業者の解約等により減
少しており、広告料収入全体としては令和２（２０20）年度以降、減少傾向で推
移しています。

営業所の管理委託料については、人件費の上昇により、１両当たりの委託料が
上がっており、全体としても上昇しています。

営業所管理委託料（税抜き）の推移

(４） 収支状況
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第２章 市バス事業の現状と課題等 １ 市バス事業の現状

⑦ 燃料費

軽油価格については、社会情勢の影響により、近年、110円台で推移しており、
この10年間で約33円／㍑上昇し、財政収支に大きな影響を与えています。

燃料費は、軽油価格に合わせて大きく変動しますが、近年、路線の見直しや、
輸送需要に対応した運行を行ったことなどにより、走行距離が減少したため、ほ
ぼ横ばいで推移しています。

これまで平均車齢の上昇に伴い、車両修繕費も増加傾向で推移していました
が、平成30（2018）年度から一部車検の自家化を始めたこと、車両台数の減
少などにより、令和２（2020）年度以降、車両修繕費は減少傾向で推移してい
ます。

⑧ 車両修繕費

減価償却費については、車両分が大部分を占めており、バス車両の更新数に
応じて影響が生じます。平成30（２０１8）年度以降、バス車両更新数の増加に伴
い、減価償却費が増加しています。

なお、上平間営業所の建替えに伴い、令和元（２０１９）年以降、その他分が増嵩
しています。

⑨ 減価償却費

(４） 収支状況

　　※燃料単価は、消費税抜き、軽油引取税込みの価格
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① 経常収支比率

第２章 市バス事業の現状と課題等 １ 市バス事業の現状

当該年度において、経常収益（営業収益＋営業外収益）で経常費用（営業費用
＋営業外費用）をどの程度賄えているかを表す指標です。近年は、経常収支が
均衡していることを示す100％を上回っており、公営企業平均値より高い水準
で推移しています。

当該年度において、１年以内に支払うべき債務を支払うことが出来る現金など
がどの程度あるかを表す指標です。公営企業平均値を下回っているものの、乗
車料収入の増による現金預金の増加等により、令和５（２０24）年度には、 指標
である100％を上回ることができています。

③ 流動比率

(５) 経営状況

② 営業収支比率

当該年度において、乗車料収入等の営業収益で人件費等の営業費用をどの程
度賄えているかを表す指標です。一般会計からの適正な公共負担（営業外収益）
の下で、公共施設や民営バスでは対応が難しい地域への交通手段の確保など、
公共性の高い路線を運行していることなどから１００％未満で推移していますが、
公営企業平均値よりも高い水準で推移しています。

当該年度において、事業の規模（営業収益）に対する累積欠損金の状況を表す
指標です。令和２（２０20）年度には、新型コロナウイルス感染症の影響により、
大幅な純損失を計上し、累積欠損金比率が増加しましたが、令和４（２０２２）年
度以降、料金改定などによる乗車料収入の増加により、純利益を確保している
ことから、改善傾向にあります。また、公営企業平均値と比べても低い比率で推
移しています。

④ 累積欠損金比率

※このページの資料は総務省の資料を基に作成
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⑤ 利用者１回当たりの他会計負担額及び運行経費

第２章 市バス事業の現状と課題等 １ 市バス事業の現状

利用者がバスを１回利用するに当たり、他会計がどれだけ負担しているか、費
用がどれだけかかっているかを表しています。利用者１回当たりの運行経費に
ついては、公営企業平均値と比較して低い水準で推移しているものの、他会計
負担額については、公共施設や民営バスでは対応が難しい地域への交通手段の
確保など、公共性の高い路線を運行していることなどから、公営企業平均値と
比較して高い比率で推移しています。

料金収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表していま
す。新型コロナウイルス感染症の影響による減収への対応として特別減収対策
企業債を発行したこと、バス車両の更新台数の増加などにより企業債残高が増
加したことから、公営企業平均値と比較して高い比率で推移しています。

⑦ 企業債残高対料金収入比率

⑥ 他会計負担比率

経常費用が一般会計等の他会計の負担によってどの程度賄われているか表し
ています。利用者１回当たりの他会計負担額と同様に、一般会計からの適正な
公共負担の下で、公共性の高い路線を運行していることなどから、公営企業平
均値と比較して高い比率で推移しています。

有形固定資産のうち車両や建物、構築物など償却対象資産の減価償却がどの
程度進んでいるかを表しています。バス車両の更新台数が増加しているなど、
償却対象資産の更新が進んでいることから、公営企業平均値よりも下回って推
移しています。

⑧ 有形固定資産減価償却率

(５) 経営状況 ※このページの資料は総務省の資料を基に作成
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⑨ 走行キロ当たりの収入 ⑪ 走行キロ当たりの人件費

バスの運行１km当たりでどれだけの収入をあげているかを表しています。路
線の再編や、輸送需要に対応した運行を行うことにより、増加傾向で推移してい
ます。また、公共施設や民営バスでは対応が難しい地域への交通手段の確保な
ど、公共性の高い路線を運行していることなどから、民間事業者平均値を下
回っています。

⑫ 乗車効率

(５) 経営状況

⑩ 走行キロ当たりの運送原価

バスの運行１km当たりでどれだけの経費がかかっているかを表しています。
民間事業者平均値と比較して高い水準にありますが、営業所の統合などの経営
改善を取り組んだことにより、民間事業者との差は減少しています。

車両１台の乗車定員に対する平均輸送人員の割合であり、バスの定員当たり
でどの程度乗車しているかを表しています。令和３（2021）年度以降、路線の再
編や、輸送需要に対応した運行を行うことにより、増加傾向で推移しています。
また、公営企業平均値と比較しても高い水準にあります。

バスの運行１km当たりでどれだけの人件費がかかっているかを表しています。
令和３（2021）年度以降、営業所の統合や輸送需要に対応した運行を行うこと
などにより、人件費はほぼ横ばいで推移しております。また、本市では管理委託
を実施していることなどから、民間事業者平均値と比較して低い水準にありま
す。

　　資料：国土交通省の資料を基に作成
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　　※このデータベースは以下の著作物を改変して利用しています。

　　　 [外国人国籍地域別統計]、川崎市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1
       （http://creativecommons.org/ l icenses/by/2 .1/ jp/）
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第２章 市バス事業の現状と課題等

全国的に人口が減少に転じる中、本市は、首都圏主要駅へのアクセスの良さや
羽田空港に近接していることなどの交通利便性に加え、文化・芸術・スポーツな
どの魅力にあふれ、成長産業が集積する活力ある都市として発展を続けてきた
ことが、若い世代をはじめ、多くの人々に選ばれる結果となり、本市の人口は令
和６（2024）年４月に１５5万人を超えました。

本市の将来人口推計では、駅周辺を中心とした拠点開発の進捗等により、引
き続き、増加が見込まれており、令和１７（２０３５）年頃には約159.3万人とな
りピークを迎え、以降、自然減が社会増を上回るかたちで人口減少への転換が
想定されます。

年少人口（０歳～１４歳）については、令和２(２０２０)年頃の約19.0万人を
ピークとして、減少過程に移行しています。

生産年齢人口（１５歳～６４歳）については、令和１２(２０３０)年頃まで増加を
続け、約106.5万人をピークとして、その後、減少過程に移行すると想定されま
す。

老年人口（６５歳以上）については、当面増加を続け、令和１２(２０３０)年頃ま
での間に６５歳以上の人口割合が２１％を超え、超高齢社会が到来し、ピークは
令和３２(２０５０)年頃の約46.5万人と想定されます。

本計画期間においては、引き続き、総人口の増加が予測されており、市域全体
における輸送需要の高まりへの対応が求められています。その中でも、老年人
口の上昇は大きいことから、高齢者が利用しやすいバス利用環境の整備や、安
全対策のさらなる充実などが求められます。

また、本市の外国人市民は、令和７（2025）年4月末現在、約５.８万人となっ
ていますので、外国人市民の方々に対しての利用環境整備も併せて充実させて
いくことが必要となります。

(1) 社会環境の変化

２ 市バス事業を取り巻く環境の変化と課題

① 川崎市の人口動向

　　※各人口は四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。
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② まちづくりに合わせた公共交通の整備

第２章 市バス事業の現状と課題等 ２ 市バス事業を取り巻く環境の変化と課題

本市では、「広域拠点」、「臨空・臨海都市拠点」の整備等により「魅力と活力に
あふれた広域調和型まちづくり」の推進や、「地域生活拠点」等の整備をはじめ
とした「身近な地域が連携した住みやすく暮らしやすいまちづくり」を推進する
など、「広域調和・地域連携型」の都市構造を目指してまちづくりに取り組んでい
ます。

「川崎市総合都市交通計画」においては、市民の暮らしやすさの向上や本市の
強みである都市の利便性を確保するため、基軸となる路線バスと多様なモビリ
ティが連携し、社会の変革期に適応した地域公共交通ネットワークの形成を推
進するとしています。市バスにおいても、身近な地域の交通を支える持続可能
な公共交通ネットワークの形成を図るため、民営事業者との役割分担の検討に
よる資源の最適化や、都市基盤整備の進捗に応じた取組を進める必要がありま
す。

「川崎市地域公共交通計画」においては、長大路線における運行効率化や重複
路線の効率化により輸送力を確保するとともに、運転手等の不足への対応を実
施し、バスネットワークを守ることが掲げられているため、その趣旨を踏まえ、市
バスネットワークの形成を図る必要があります。

川崎臨海部においては、持続的な発展を支え価値を向上させる交通機能の
強化を図るなど、「臨海部ビジョン」の実現に向けて「臨海部の交通機能強化に
向けた実施方針」と連携した取組を進めていく必要があります。

その他、新百合ヶ丘駅周辺地区、鷺沼駅周辺地区、登戸・向ヶ丘駅周辺地区、
小杉駅周辺地区、川崎駅周辺地区などにおける都市基盤整備の個別計画等も
踏まえ、将来のバスネットワークを見据えた駅前広場の整備・再編等について、
関係機関等と連携した取組を進める必要があります。

(1) 社会環境の変化

広域拠点 地域生活
拠点

臨空・臨海
都市拠点

【新百合ヶ丘駅
周辺地区】
■駅周辺の交通環境の

改善及び交通結節機
能の強化等

■多様な都市機能の拡
充とにぎわいの創出

■新百合ヶ丘の魅力の
継承と進化

【鷺沼駅周辺地区】
駅周辺のまちづくり（公共機能に関する基本方針）
■駅前に区役所・市民館・図書館を移転
■駅前広場の拡充及びバス路線の再編を検討

【登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区】
■R6.10時点で、建築物等移転棟数の進捗率100%と終盤を迎えている

（登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区まちづくりビジョン）
■ウォーカブルな（歩きたくなる）道路空間の形成

【小杉駅周辺地区】
■駅前広場の拡充や歩行者ネットワークの強化
■活気とにぎわいが感じられる街並みの形成

【川崎駅周辺地区】
京急川崎駅とJR川崎駅との乗換利便性向上や、
拠点形成や多摩川との連携を支える地域軸の
強化等
（京急川崎駅周辺地区まちづくり整備方針）
■駅前のゆとりある歩行空間の形成
■川崎の玄関口に相応しい駅前空間の創出

◎広域拠点、地域生活拠点等におけるまちづくりの動向

交通戦略 3章1
章

2
章 交通政策の目標、交通戦略

（出典）川崎市資料

3-4

47

川崎市総合都市交通計画

川崎臨海部の持続的な発展を支える交通機能の強化（臨海部ビジョン）

（出典）川崎市資料

17



　　資料：日本自動車整備振興会連合会資料を基に作成
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第２章 市バス事業の現状と課題等 ２ 市バス事業を取り巻く環境の変化と課題

① 運転手の確保

大型自動車第二種免許保有者数については、令和６（2024）年に約77万人
となり、１０年で約20万人減少しています。

また、５０歳未満の免許保有者は、１０年で約11万人減少し、平成27（2015）
年に比べ、約半数に減少しています。

今後も、大型自動車第二種免許保有者数が減少し、全国的にバス運転手が不
足する状況等が見込まれるため、運転手の確保・育成に向けた取組の充実が必
要です。

自動車整備士の資格を取得するための登録試験（自動車整備技能登録試験）
の申請者数については、令和６（２０24）年に約3.6万人となっており、１０年で
約１万人減少しています。

この背景には、少子化に加え、若者の自動車離等の若年者における意識変化
なども影響しているものと考えられ、今後、自動車の安全を支える車両整備・点
検を担う人材の確保がますます難しくなっていくものと予測されています。

今後も、バス車両整備・点検を取り巻く環境の変化や全国的に自動車整備士が
不足している状況などを踏まえ、整備員の確保・育成に向けた取組が必要です。

② 整備員の確保

(２) 事業環境の変化

　　資料：警察庁「運転免許統計」を基に作成
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全国の大型自動車第二種免許保有者数の推移

全国の自動車整備技能登録試験申請者数の推移
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第２章 市バス事業の現状と課題等 ２ 市バス事業を取り巻く環境の変化と課題

③ 民間整備事業者の減少

市バスの定期点検・車検の委託業務を受注できる民間整備事業者は、令和６
（2024）年に８者となり、１０年で半数に減少しています。

こうした状況の中、平成２９（２０１７）年度から定期点検業務を、平成30（２０１
8）年度から車検業務の一部を自家化し、安定的な車両整備体制を確保してき
ました。

今後、民間整備事業者がさらに減少していくことを想定され、適切なバス車両
の維持管理を行っていく上では、市バス営業所において車検業務が完結する
「指定自動車整備事業」の実施に向けた車両整備工場の機能拡充も検討してい
くことが必要です。

また、近年、自動車の安全・環境性能の向上に伴い、バス車両の電子制御によ
る新技術の利用が拡大していることを踏まえ、車両整備技術の高度化等に的確
に対応していくため、整備員の技能向上等に向けた人材育成の推進が重要です。

市バスは、４つの営業所を拠点として、現在の市バスネットワークを維持してい
ます。上平間営業所については、令和元（2019）年に建て替えを実施しましたが、
残りの営業所の築年数は4０年から５０年を経過し、安定的な輸送サービスを支
える施設・設備等の老朽化が進行していること、また、車両整備工場の機能拡充
も検討していくことから、計画的な整備を実施していく必要があります。

④ 営業所施設の整備

上平間営業所塩浜営業所

2019年1月（築7年）1974年8月（築51年）建築年（築年数）

8,636.17㎡8,091.56㎡敷地面積

2,071.39㎡1,675.76㎡延床面積

5バース7バース整備工場規模

鷲ヶ峰営業所井田営業所

1972年3月（築5４年）1984年4月（築41年）建築年（築年数）

9,420.84㎡5,437.98㎡敷地面積

6,182.56㎡1,058.62㎡延床面積

4バース4バース整備工場規模

(２) 事業環境の変化

　　※市バスの定期点検・車検の委託業務に係る契約者数
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※築年数は令和８（2026）年3月3１日時点
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第２章 市バス事業の現状と課題等 ２ 市バス事業を取り巻く環境の変化と課題

⑤ 脱炭素社会の実現に向けた取組

国土交通省では、地域交通のDX（デジタル・トランスフォーメーション）等によ
る経営効率化・経営力強化を図るため、運行管理システム・配車アプリの導入や
自動運転（実証調査事業） 等に対する支援措置を講じています。

また、本市では、深刻化する運転手不足の影響などから、路線バスの減便が相
次いでおり、市民生活への影響や都市の利便性が著しく低下する懸念を抱えて
いることを踏まえ、持続可能な地域交通環境の形成に向け、都市部における自
動運転バスの実装を目指すため、令和6（2024）年4月に、「川崎市自動運転実
装推進協議会」を設立し、レベル４の実装に向け取組を進めています。

市バスにおいては、市バスナビにおける運行情報のオープンデータ化を令和５
（2023）年度に開始し、経路検索事業者へ市バスのリアルタイム運行情報等を
提供するとともに、ダイヤ編成システムのクラウド化や、ドライブレコーダーに通
信機能を追加し、車内外の状況を把握できるようにするなど、交通ＤＸを進めて
きたところです。

今後についても、自動運転など公共交通分野における新たなデジタル技術の
情報収集や導入を検討し、ニーズに対応したサービスの提供や事業運営の省力
化に努めていく必要があります。

(２) 事業環境の変化

⑥ 交通分野におけるＤＸの進展

平成30（2018）年に公表されたＩＰＣＣ（国際気候変動に関する政府間パネ
ル）「1.5℃特別報告書」では、世界全体の平均気温の上昇を1.5℃の水準に抑
えるためには、CO₂排出量を令和32（2050）年頃に正味ゼロとすることが必

要とされ、本国においても、令和32（2050）年までに、温室効果ガスの排出を
全体としてゼロにする、2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目
指すことが宣言されました。

本市においては、令和２（2020）年11月に脱炭素戦略「かわさきカーボンゼ
ロチャレンジ2050」を策定するとともに、令和４年（2022）年３月には「地球
温暖化対策推進基本計画」を策定し、2050年までに市域の温室効果ガス排出
量の実質ゼロを目指しています。脱炭素社会の実現に向け、運輸部門において
は、次世代自動車等のさらなる普及促進や公共交通の利用促進が重要です。

市バスでは、 CO₂排出量の少ないハイブリッドバスの導入や、電気バスの試験
導入など脱炭素化に向けた取組を実施してきましたが、今後も２０５０年のCO₂
排出実質ゼロを目指した「川崎市地球温暖化対策推進基本計画」等と連携した
取組を進めていく必要があります。

温室効果ガス排出量の全体目標（市域全体）

川崎市地球温暖化対策推進基本計画

（出典）川崎市資料
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川崎市バス事業 経営計画

第 ３ 章

計画の基本的な考え方
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第３章 計画の基本的な考え方

市バスは、市域全体を営業エリアとして、通勤通学や自家用車等の移動手段
を持たない高齢者など、市民の日常生活を支える身近な公共交通機関として重
要な役割を果たしています。

超高齢社会の到来を目前に控え、公共交通の重要性がますます高まっており、
公共施設や民営バスでは対応が難しい地域への交通手段の確保や、本市のまち
づくりなどの行政施策との連携を図るためにも、バスネットワークの維持に向け
た取組が必要になってきます。

さらに、自然災害が激甚化・頻発化している今日では、東日本大震災や令和元
年東日本台風の経験、市域全体を営業エリアとしている市バスネットワークの強
みを活かした市民やお客様の安全と輸送機能の確保など、災害時における公営
交通事業者としての役割は一層重要になっています。

これからも公営交通事業者としての意義・役割を着実に果たしていくため、市
域の路線バスネットワーク形成に寄与しながら、市バスネットワークの効率的・効
果的な構築を前提に、安全かつ快適で利用しやすいサービスを提供し、市民や
お客様に選ばれる「市バス」を目指します。

また、今後については、脱炭素化に向けた取組や営業所の建替え整備のほか、
新型コロナウイルス感染症の影響による減収への対応として発行した特別減収
対策企業債の償還など、多くの資金が必要となるため、非常に厳しい経営状況
が見込まれます。こうした状況においても、将来にわたって事業運営を行ってい
くため、安定した経営基盤の構築に取り組みます。

以上を踏まえ、本計画においては、経営理念に基づき、職員のあるべき姿を明
確にし、引き続き、全職員が強い使命感を持って、市バスを取り巻く環境の変化
に的確に対応していくことにより、市民やお客様の大切な交通手段を確保して
いきます。

１ 経営の基本的な考え方

人と環境にやさしいバスをめざすとともに、効率的な経営とサー
ビス向上に取り組み、市民の信頼に応える質の高い輸送サービス
を提供します。

１．安全、正確、快適な輸送を行い、お客様の信頼に応えます。
２．より良いサービスを明るい笑顔で提供します。
３．経営力を高め、活力ある事業運営を行います。
４．人を活かし、魅力ある職場をつくります。

経 営 理 念

職員全員が、

輸送サービスのプロフェッショナルとして、

市民やお客様に選ばれる『市バス』を目指して、

チャレンジしている

交通局職員のあるべき姿
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公共交通ネットワークの形成に向けた取組や公共性の高い路線の維持など、
本市のまちづくりや魅力向上に向け、行政施策との連携を図ります。

令和32（２０５０）年の脱炭素社会の実現に向けて、電気バスを含めた次世代
自動車の導入や、バイオ燃料を含む次世代燃料の検討など、脱炭素化に向けた
取組を推進します。

自然災害等における市民やお客様の安全確保や輸送機能の確保など、危機管
理体制の強化に向けた取組を進めることにより、災害時等への対応を図ります。

(３) 公営交通事業者としての取組

公営交通事業者としての意義・役割に応じた事業運営を図ります。

事業を支える人材の確保・育成、事業を効果的に実行するための組織体制の
構築、市バスネットワークの拠点である営業所の計画的整備など、将来を見据え
た必要な投資を行うことにより、事業基盤を充実・強化します。

安定的な収入を確保するため、適宜料金改定の検討を進めるとともに、広告
宣伝事業や貸切事業などについても継続して取り組みます。また、営業所の管
理委託を継続するとともに、時間外勤務の縮減を含めた総人件費の抑制に取り
組むなど、持続可能な経営を推進します。

市民やお客様に、市バスのサービスや活動内容について認識してもらい、さら
に利用してもらうため、戦略的広報やイベントを実施するなど、プロモーション
の推進を図ります。

(４) 経営基盤の構築

運輸安全マネジメントやサービスの推進、公営交通事業者としての取組など、
これらの市バスサービスを将来にわたって安定的に提供します。

第３章 計画の基本的な考え方

全職員が一丸となって「安全最優先」を徹底しつつ、安全対策の強化や運行管
理体制の充実・強化を図ることにより、運輸安全マネジメントを着実に推進しま
す。

道路走行環境の変化や高齢化の進展など、安全を取り巻く環境の変化を踏ま
え、輸送の安全に係る啓発活動の充実を図ることにより、安全啓発を推進しま
す。

(1) 運輸安全マネジメントの推進

２ 計画の基本方向

安全な輸送サービスを第一の使命とし、お客様に信頼して御利用いただけ
る市バスを目指します。

人口動向や都市基盤整備の進捗を踏まえ、安全輸送に必要な道路走行環境、
お客様の利便性と利用状況とのバランス、走行環境や利用動向に応じた利便性
の確保を図ることにより、市バスネットワークを形成します。

初めて市バスを利用する方でも安心して御乗車いただけるよう、分かりやす
い案内サービスの充実を図るとともに、乗車券ＩＣ化の推進やキャッシュレス決
済の検討など、バス利用環境の整備を推進します。

市バスサービスポリシーの実践による、お客様に満足いただけるサービスの
提供を行うとともに、誰もが安全、安心、快適に利用できるよう、ハード面・ソフ
ト面の両面からのバリアフリー化を推進するなど、バス車内の快適性を向上しま
す。あわせて、安全で快適なバス停留所施設の整備・維持を行うなど、快適な移
動空間を提供します。

(２) サービスの推進

お客様に満足いただける利用しやすい質の高いサービスの提供を行うとと
もに、市民やお客様の大切な足を確保します。
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川崎市バス事業 経営計画

第 ４ 章

目標達成に向けた取組
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４つの戦略と10の施策、20の事業を掲げ、第１期計画（R8～R11・2026～2029）の成果目標と具体的な取組を設定し、推進していきます。

１ 施策体系

第４章 目標達成に向けた取組

戦略１ 運輸安全マネジメントの推進

施策１ 運輸安全マネジメントの着実な推進
事業１ 安全対策の強化
事業２ 運行管理体制の充実・強化

施策２ 安全啓発の推進
事業３ 輸送の安全に係る啓発活動の充実

施策３ 市バスネットワークの形成
事業４ 都市基盤整備に応じた市バスネットワークの形成
事業５ 走行環境や利用動向に応じた利便性の確保

施策４ バス利用環境の整備
事業６ 分かりやすい案内サービスの提供
事業７ 乗車券のＩＣ化の推進

施策５ 快適な移動空間の提供
事業８ バス車内の快適性の向上
事業９ バス停留所施設の整備・維持

戦略２ サービスの推進

施策６ 本市の行政施策との連携
事業10 公共交通ネットワークの形成に向けた取組等
事業11 公共性の高い路線の維持

施策７ 環境対策の推進
事業12 バス車両等の脱炭素化に向けた取組

施策８ 災害時等への対応
事業13 危機管理体制の強化に向けた取組

施策９ 安定した経営基盤の確保
事業14 持続可能な経営の推進
事業15 持続可能な事業運営に係る組織体制の構築
事業16 安定的な事業基盤を支える人材の確保
事業17 人材育成の推進と組織の活性化
事業18 営業所の計画的整備
事業19 資産の有効活用等

施策10 プロモーションの推進
事業20 プロモーションの推進

戦略３ 公営交通事業者としての取組

戦略４ 経営基盤の構築
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２ 本計画と市総合計画の成果指標との関係

第４章 目標達成に向けた取組

川崎市総合計画：施策4-４-３ 市バス事業の運営

お客様総合満足度
（市バスお客様アンケート調査）
【目標値】72％以上（R11年度）

施策の目標：安全で快適な市バス輸送サービスが持続的に提供されている

成果指標

市バス事業 経営計画（本計画＝総合計画の個別計画）

本計画の成果目標については、総合計画の個別計画として、総合計画における成果指標との整合を図り、より細分化した指標を設定します。

有責事故発生件数
【目標値】29件以下（R11年度）

市バスの乗車人員
（１日平均）

【目標値】12.8万人以上（R11年度）

運輸安全マネジメント
の推進

サービスの推進
公営交通事業者として

の取組

経営基盤の構築
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第４章 目標達成に向けた取組 ３ 具体的な取組（第１期４年間：R8～R11・2026～2029）

○ 趣旨（現状）
道路運送法において全ての事業者は、「輸送の安全の確保が最も重要であ

ることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない」とさ
れています。

また、国の指針に基づく運輸安全マネジメントにより経営トップ（交通局長
及び川崎市バス経営戦略会議の構成員）から現場まで一丸となり輸送安全
性の向上に取り組むことが義務付けられています。

市バスでは、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、輸送の
安全性の向上を図ることを目的とした「川崎市交通局旅客自動車運送事業
安全管理規程」を定め、その規程に基づき、輸送の安全に関する基本的な方
針である「川崎市交通局安全方針」を定めています。

○ 取組の方向性
今後も引き続き、交通局長や安全統括管理者など、経営トップの主体的な

取組の下で、関係法令等の遵守を徹底します。

○ 主な取組
• 「川崎市交通局安全方針」の全職員への周知徹底
• 研修実施時に「川崎市交通局安全方針」を唱和し、理解度テストを実施

戦略１ 運輸安全マネジメントの推進

1. 安全最優先の徹底

川崎市交通局安全方針

私たちは、どなたにも安心してご利用いただける市バスをめざし、
常にプロ意識をもって次のことに取り組みます。

１． 安全最優先を徹底します。

２． 法令・規則等のルール、手順を理解し、確実に守ります。

３． 情報を共有し、安全第一の職場を全職員で築きます。

４． 安全を守るための取組について、絶えず見直しを行います。

施策１ 運輸安全マネジメントの着実な推進

事業１ 安全対策の強化

○ 趣旨（現状）
有責事故発生件数については、令和６年度は40件となり、過去５年で最も

件数が少なかった令和５年度の28件と比べると12件増加していることから、
さらなる安全性の確保に向けた取組が必要です。

○ 取組の方向性
引き続き、事故の発生状況やその要因分析を踏まえ、有責事故発生件数に

占める割合の多い静止物接触事故、車内人身事故などの発生形態に応じた
「形態別目標」を設定し、その目標達成に向けた事故防止対策を運転手実技
研修等に反映させるなど、重点的対策を実施します。

また、ソフト面では、バス利用者等への注意喚起等をイラストなどを使用す
ることで、わかりやすく伝えるとともに、ハード面では、ドライバー異常時対
応システム（ＥＤＳＳ）を用いるなど、健康に起因する事故防止等に取り組みま
す。

○ 主な取組
• 有責事故の発生形態に応じた「形態別目標」を設定し、その目標達成に向け

た事故防止対策を研修に反映させるなど重点的対策を実施
• 運転手実技研修の実施
• 運転手の安全な運転操作や接客サービス等の実施状況を確認するため、添

乗観察を活用した指導の実施
• 適性診断やデジタルタコグラフ等を活用した指導の実施による安全確保に

向けた意識や技能の向上
• 事故回避情報（ヒヤリハット情報）を活用した事故防止対策の実施
• バス利用者等に向けたイラストを用いた安全啓発のチラシ等の配布
• 衝突警報システムの試験導入及び検証
• 車両更新に合わせたドライバー異常時対応システム（ＥＤＳＳ）の導入拡大

2. 効果的な事故防止対策

成果目標

29件以下（R11年度）有責事故発生件数
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第４章 目標達成に向けた取組 ３ 具体的な取組（第１期４年間：R8～R11・2026～2029）

○ 趣旨（現状）
輸送の安全確保の取組を活性化させ、より効果的なものとするためには、

経営トップが主体的かつ積極的に関与し、強いリーダーシップを発揮するこ
とが重要です。

また、貸切バス事業の取組として、日本バス協会の「貸切バス事業者安全
性評価認定制度」において、星評価を維持しています。

○ 取組の方向性
経営トップによるマネジメントレビュー（輸送安全委員会）を計画的に実施

し、輸送安全に関する取組の進捗管理や安全管理体制の評価を行うととも
に、レビュー結果に基づく見直しや改善を行います。

貸切バス事業者安全性評価認定制度は、令和7年度申請から新たな基準
による審査が開始され、審査基準が大きく変更されましたが、引き続き星評
価の維持を目指します。

○ 主な取組
• 輸送安全委員会を計画的に開催（年４回）し、進捗管理や安全管理体制の評

価等に基づく見直しや改善を実施
• 交通局長及び安全統括管理者と営業所職員との意見交換会を実施し、輸

送の安全に関する情報共有の確保
• 内部監査を実施し、安全管理体制の点検・確認、監査結果に基づく必要な

措置等の実施
• 貸切バス事業者安全性評価認定制度での星評価の維持

戦略１ 運輸安全マネジメントの推進

3. 安全管理体制の構築・改善

○ 趣旨（現状）
運行管理者が行う運行管理業務は、運転手の勤務時間等の適正管理や点

呼による運転手の健康状態の把握、輸送安全に関する情報伝達、運転手に
対する指導監督など、輸送安全を確保するために必要不可欠な業務です。

○ 取組の方向性
輸送安全を取り巻く環境の変化等を踏まえ、さらなる運行管理業務の充

実に向けた取組を進めていきます。

4. 運行管理業務の充実

施策１ 運輸安全マネジメントの着実な推進

事業１ 安全対策の強化 事業2 運行管理体制の充実・強化

○ 主な取組
• 点呼執行の重要性や法令遵守、執行

に当たっての心構え等について徹底
し、適正かつ厳格な点呼執行の実施

• 運行管理者研修の対象者・内容の見
直し・拡充や、定期的な研修の実施
により、運行管理業務の充実を推進

• 点呼執行時における情報伝達の徹
底や、デジタルサイネージ等を活用
した輸送安全に関する情報の共有

• 乗務計画のさらなる改善に向けた
取組の実施

• 遠隔点呼等の活用の検討

営業所のデジタルサイネージ
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第４章 目標達成に向けた取組 ３ 具体的な取組（第１期４年間：R8～R11・2026～2029）

○ 趣旨（現状）
経路誤り等運行ミスについては、基本動作の徹底（運行表、行先、車内放送

の確認）や、厳正な点呼の実施等により、再発防止に向けた取組を進めてき
ました。

○ 取組の方向性
引き続き、基本動作の実施や厳正な点呼等を実施するとともに、運行ミス

の発生原因に応じた防止対策を着実に実施します。

○ 主な取組
• 行先確認等の基本動作の徹底
• 街頭指導の実施
• 経路誤り防止運動の実施
• 経路誤り発生時対応訓練の実施

戦略１ 運輸安全マネジメントの推進

5. 運行ミスの防止

○ 趣旨（現状）
テロ等のバス非常時には、お客様の安全の確保が優先されます。このよう

な場合においても、適切かつ柔軟に必要な措置を講じることができるように、
バス非常時に備えた取組が重要です。

○ 取組の方向性
緊急の状況においてもお客様の安全を守るため、関係バス事業者と連携

して行う主要駅バスターミナル等におけるテロ対策巡回や関係機関との合
同対策訓練の検討など、バス非常時における的確な対応の確保に取り組み
ます。

また、令和６（2024）年度には、ドライブレコーダーの通信化により、非常
時における適切かつ迅速な対応を可能にしました。今後はデジタル技術も活
用し業務を迅速化しながら安全対策に取り組みます。

○ 主な取組
• 主要駅バスターミナル等におけるテロ対策巡回の実施
• 研修等を活用した非常時の連絡手段の確保に向けた取組の推進

6. バス非常時に備えた取組

施策１ 運輸安全マネジメントの着実な推進

事業２ 運行管理体制の充実・強化

街頭指導の実施
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第４章 目標達成に向けた取組 ３ 具体的な取組（第１期４年間：R8～R11・2026～2029）

戦略１ 運輸安全マネジメントの推進

施策２ 安全啓発の推進

○ 趣旨（現状）
車内人身事故や自転車関係事故の背景には、高齢化の進展に伴うバスを

利用する高齢者の増加や、自転車の周囲を確認しない飛び出し等、運転手の
技術や意識の向上だけでは防げないものもあります。そのため、バスを利用
されるお客様等の安全意識を高めていく取組が重要です。

○ 取組の方向性
引き続き、警察、区役所、学校等と連携して交通安全とバリアフリーの大切

さを伝える交通安全・バリアフリー教室を開催し、小学生や高齢者、自転車利
用者などの安全意識を高める取組を実施するとともに、警察、バス協会等の
関係機関と連携した交通安全運動を実施するなど、交通安全意識の向上に
向けた取組を進めます。

また、車内人身事故防止のため、バス車内アナウンスやバス車内掲示物等
による注意喚起により、バス走行時の安全意識向上に向けた取組を進めま
す。

○ 主な取組
• 小学生・高齢者等を対象とした

交通安全・バリアフリー教室の
開催（年４回）

• 交通安全運動の実施
• バス利用者等に向けたイラストを用

いた安全啓発のチラシ等の配布
（再掲）

7. 利用者等の安全意識の醸成

事業３ 輸送の安全に係る啓発活動の充実

交通安全・バリアフリー教室

30



8. 都市基盤整備に応じた市バスネットワークの形成

第４章 目標達成に向けた取組 ３ 具体的な取組（第１期４年間：R8～R11・2026～2029）

○ 趣旨（現状）
令和４（2022）年度からの４年間の後期計画においては、都市基盤整備

に応じ、都市計画道路宮内新横浜線（子母口工区）の供用開始に合わせて運
行経路の変更等の実施や、登戸土地区画整理事業に関する運行経路の変更、
京急川崎駅周辺地区再開発に合わせた系統再編などを実施しました。

○ 取組の方向性
市バスでは、市域全体における人口の増加や社会変容による通勤等の輸

送需要の変化を見極めつつ、「川崎市総合都市交通計画」や「川崎市地域公
共交通計画」などの関連計画と連携しながら効率的・効果的な市バスネット
ワークの形成を図ります。

通勤需要の高い臨海部へのアクセスについては、「臨海部ビジョン」におけ
るプロジェクト等と連携しながら、バス事業者として、臨海部における路線バ
スネットワークの形成に向けた取組を進めます。

○ 主な取組
• 臨海部の拠点整備や、大師橋駅周辺地区などの都市基盤整備の進捗に合

わせた路線再編の検討・調整

戦略２ サービスの推進

9. 走行環境に対応した取組

○ 趣旨（現状）
駅周辺を中心とした拠点開発の進捗等により、本市の人口は、当面増加傾

向を示し、令和１７（2035）年頃にピークを迎えると予測されています。その
ような中、バスのサービスにおいて、運行時間の定時性や速達性の確保は、
お客様の利便性を高める重要な取組です。

○ 取組の方向性
遅延やバス停留所での時間調整の減少に向けて、日々の運行データを基

に、運行区間の所要時間の調整を行うなど、走行環境の変化に応じて適切な
ダイヤ改正を行います。

○ 主な取組
• 走行環境の変化に応じた適切なダイヤ改正の実施
• 交通管理者や道路管理者等の関係機関への道路走行環境の改善要望

施策３ 市バスネットワークの形成

事業４ 都市基盤整備に応じた市バスネットワークの形成 事業5 走行環境や利用動向に応じた利便性の確保
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○ 趣旨（現状）
これまで市バスでは、鉄道ダイヤの改正に合わせた対応や、公共施設等の

開館時間に合わせた運行時間の変更、イベント時の増便など、お客様の利用
動向に対応した取組により、お客様の利便性向上を図ってきましたが、コロ
ナ禍を経て、乗車人員は回復傾向にあるものの、コロナ禍前の水準には戻っ
ていません。

○ 取組の方向性
引き続き、利用動向に対応した運行時間の変更等、お客様の利便性の確

保に取り組みます。

○ 主な取組
• 利用状況や収支状況の把握・分析、利用動向に対応した運行時間の変更な

ど、お客様の利便性確保に向けた取組を実施

10. 利用動向等に対応した取組

第４章 目標達成に向けた取組 ３ 具体的な取組（第１期４年間：R8～R11・2026～2029）

戦略２ サービスの推進

施策３ 市バスネットワークの形成

事業５ 走行環境や利用動向に応じた利便性の確保 事業６ 分かりやすい案内サービスの提供

施策４ バス利用環境の整備

成果目標

12.8万人以上（R11年度）市バスの乗車人員（１日平均）

○ 趣旨（現状）
これまで市バスを利用したことがない方など

に、路線バスの利用方法や各種料金制度等の基
本的な情報を周知し、バスを身近な移動手段と
して感じてもらうことは、バス利用の促進につ
ながります。市バスでは、市バス路線を網羅した
マップである「かわさき市バスマップ」の発行や、
市バスホームページに乗車から降車までの流れ
を掲載することなどにより、分かりやすい案内
サービスの提供に努めています。

○ 取組の方向性
市バスマップにバスの基本的な乗降方法や料

金体系、乗車中の注意事項などを記載すること
で、利用方法を周知し、初めて市バスを利用する
方でも安心して乗車していただけるよう取組を
進めます。

○ 主な取組
• 市バスマップでの市バスの利用方法の周知
• 交通安全・バリアフリー教室等の際にバスの乗り方

等を周知
• インターネット動画等による市バスの利用方法に係

る新たなＰＲ方法の検討

11. 市バスの利用方法の周知

市バスマップ
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第４章 目標達成に向けた取組 ３ 具体的な取組（第１期４年間：R8～R11・2026～2029）

戦略２ サービスの推進

○ 趣旨（現状）
平成１９（２００７）年から導入しているＩＣカード乗車券については、紙式定

期券にはない定期乗車券紛失時の再発行や電子マネーの機能が搭載されて
おり、利便性の高い乗車券です。令和２（2020）年３月には、モバイルＰＡＳ
ＭＯが導入され、ＩＣカード乗車券と合わせると市バス利用者の９割以上が利
用している状況です。また、令和４（2022）年10月からは、本市が実施する
高齢者外出支援乗車事業の取組として、高齢者特別乗車証及び高齢者フ
リーパスがＩＣ化され、令和５年（2023）年３月からは、ＰＡＳＭＯやSuicaの
取組として、障害者用ＩＣカードの利用も開始されています。

○ 取組の方向性
モバイルＰＡＳＭＯやＩＣカード乗車券のさらなる利用促進に向けて取組を

進めていきます。
また、交通系ＩＣカード以外の多様な決済手段についても検討します。

○ 主な取組
• モバイルＰＡＳＭＯの利用促進
• 交通系ＩＣカード乗車券やスマートフォンによる乗車券以外のキャッシュレ

ス決済手段の検討

13. 乗車券のＩＣ化の推進

施策４ バス利用環境の整備

事業６ 分かりやすい案内サービスの提供 事業７ 乗車券のＩＣ化の推進

12. 運行に関する情報提供の充実

○ 趣旨（現状）
路線バスは、同じ乗り場でもバスの行き先が

異なることや、同じ行先でも経由地によって乗
り場が異なる場合があります。市バスでは、お
客様へ分かりやすく運行情報を提供するため、
市バスナビの活用などにより利便性の向上に
取り組んできました。

○ 取組の方向性
市バスマップについては、定期的に改訂・発

行するとともに、パソコンやスマートフォン等で
閲覧できるようＨＰに掲載するなど、引き続き
情報提供に取り組んでいきます。

お客様への運行情報提供サービスについては、市バスナビの利用方
法の周知を図るとともに、情報技術の変化等を踏まえ、市バスナビの利
便性向上や利用促進を図ります。

市バスナビや車内放送、バス車内前面のモニターでの表示については、
外国人市民や訪日外国人旅行者等の移動円滑化を図るため、引き続き、
多言語に対応していきます。

○ 主な取組
• 市バスマップの定期的な改訂・発行
• 市バスナビの利便性向上や利用促進
• バス車内前面のモニターを大きく見や

すいものに更新
• 市バスナビや車内放送、バス車内前面

のモニター表示における多言語への対
応

市バスナビ

バス車内前面のモニター
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14. お客様に満足いただけるサービスの提供

第４章 目標達成に向けた取組 ３ 具体的な取組（第１期４年間：R8～R11・2026～2029）

○ 趣旨（現状）
市バス事業は、安全を最優先に、１年３６５日安定した輸送を確保し、１日に

１２万人を超えるお客様に御利用いただいています。より多くのお客様に御
利用いただき、親しまれる市バスとなるためには、お客様と直接顔を合わせ
る交通局職員一人ひとりが、輸送サービスのプロフェッショナルであるとい
う意識を念頭に、行動していくことが重要です。

○ 取組の方向性
お客様満足度の分析結果等を踏まえ、サービス向上に向けた取組を推進

します。
市バスサービスポリシーの実践により、お客様に満足いただけるサービス

を提供するため、接遇サービスの実施状況を確認する添乗観察を活用した
指導や、外部講師を招いた運転手接遇研修などを実施します。

○ 主な取組
• 添乗観察を活用した指導、外部講師を招いた運転手接遇研修などを実施
• 適切な車内外のアナウンスの実施

戦略２ サービスの推進

15. バリアフリー化の推進

○ 趣旨（現状）
国土交通省の定める「移動等円滑化の促進に関する基本方針」により、路

線バス車両の90％（令和８年４月１日施行）をノンステップバス（バスの床面
の地上面からの高さが概ね30cm以下）にすることとされ、バス車両等のバ
リアフリー化が進められています。市バスでは、令和７（2025）年３月現在、
ノンステップバスの導入率は約９４．７％となっています。

また、二人乗りベビーカーの取扱いについて、市バスでは、令和３（２０２１）
年９月から二人乗りベビーカーを折りたたまずに乗車可能とし、二人乗りベ
ビーカーの利便性向上に取り組んでいます。

川崎市立川崎高等学校の生徒との協働の取組として、バス車両全車に「ほ
じょ犬」シールを貼付し、心のバリアフリーの取組を推進しました。

○ 取組の方向性
今後購入するバス車両についても、引き続き乗降性に優れたノンステップ

バスとし、バス車両のバリアフリー化を推進します。
研修等によりバリアフリーに係る運転手等の意識を向上させ、高齢者・障

害者・妊産婦等、誰もが安全、安心、快適に利用できる「心のバリアフリー」を
推進します。

○ 主な取組
• バス車両を更新する場合はノンステップバスを購入
• 車いす・ベビーカー利用時のルール・マナーの車内ポスターや市バスマップ

への掲出
• 交通安全・バリアフリー教室の実施（再掲）
• 停留所施設等におけるハード面の障害について、関係部署と情報共有及び

協議を実施
• 障害者差別解消法を取り扱う研修を実施するなど心のバリアフリーの取組

を推進

施策５ 快適な移動空間の提供

事業８ バス車内の快適性の向上

成果目標

７２％以上（R11年度）お客様総合満足度
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16. 快適なバス待ち空間の整備

第４章 目標達成に向けた取組 ３ 具体的な取組（第１期４年間：R8～R11・2026～2029）

○ 趣旨（現状）
バス停留所施設は、お客様に快適なバス待ち空間を提供する上で、重要な

インフラです。市バスでは、バス停留所施設として、上屋、停留所標識及びベ
ンチを設置し、快適なバス待ち空間の整備に取り組んできました。

○ 取組の方向性
上屋、標識、ベンチ等の老朽化を踏まえて更新・維持の取組を適切に進め

ます。

○ 主な取組
• 上屋の更新
• 照明付標識の更新
• 二面式標識の更新
• ベンチの維持管理

戦略２ サービスの推進

○ 趣旨（現状）
多くのバス停留所施設を安全かつ清潔な状態に保つことは、快適な移動

空間の提供につながる重要な取組です。
また、交通安全上課題のあるバス停留所について、対策を進めてきました。

○ 取組の方向性
今後も引き続き、予防保全的な観点も考慮し、定期的な清掃を実施すると

ともに、点検・修繕などを継続して実施することにより、施設を健全な状態に
保ち安全で清潔なバス停留所施設を提供します。

交通安全上課題のあるバス停留所については、関係機関と連携し、引き続
き安全確保に向けて対策を進めます。

○ 主な取組
• 停留所清掃の実施
• 交通安全上課題のあるバス停留所について、バス停留所への注意喚起看

板の設置やバス車内における注意喚起アナウンスを実施し、道路管理者や
交通管理者等の関係機関と連携

17. 安全で清潔な停留所施設の提供

施策５ 快適な移動空間の提供

事業９ バス停留所施設の整備・維持

バス停留所施設

35



18.公共交通ネットワークの形成に向けた取組等

第４章 目標達成に向けた取組 ３ 具体的な取組（第１期４年間：R8～R11・2026～2029）

○ 趣旨（現状）
「川崎市総合都市交通計画」や「川崎市地域公共交通計画」においては、基

軸となる路線バスと多様なモビリティが連携し、地域公共交通ネットワーク
の形成が推進されており、公営交通事業者として関係部局等と連携しながら、
市民生活を支える公共交通の維持に向けた取組を進めていく必要がありま
す。

また、本市では、運転手不足が深刻化する中で公共交通ネットワークを形
成していくために、自動運転など新たなデジタル技術の導入についての取組
も進めています。

○ 取組の方向性
公共交通ネットワークの形成に向けた取組として、民営事業者との役割分

担の検討による資源の最適化や、都市基盤整備の進捗に応じた市バスネット
ワークの形成に加え、新たなデジタル技術の導入についても検討します。

運転手不足に対応するため、市バス路線における自動運転の導入に向け
た取組を推進します。

地域住民が主体的に取り組むコミュニティ交通については、運行計画に対
する助言、走行上の課題や問題点の指摘といったノウハウの提供など、円滑
な運営を行うための支援に努めます。

○ 主な取組
• 関係部局等と連携した市民生活を支える公共交通の維持に向けた取組の

推進
• 新たなデジタル技術の導入の検討
• 第１期計画期間中（R8～11年度）の自動運転レベル４の実装に向けた取組

の推進
• コミュニティ交通への運行支援（助言・ノウハウ提供）

戦略3 公営交通事業者としての取組

19.公共性の高い路線の維持

○ 趣旨（現状）
市バスは、地方公営企業として企業の経済性を発揮し、独立採算による経

営を行うことを基本原則としつつ、公共施設に接続する路線の維持やまちづ
くり・福祉施策などの行政施策との協力・連携等の役割も果たしています。

○ 取組の方向性
こうした役割をしっかりと担うため、効率的・効果的な市バスネットワーク

においても、公共施設への交通手段を確保するために運行している路線や、
民営バスでは対応が難しい地域への交通手段を確保するために運行してい
る路線など、公共性の高い路線については、一般会計からの適正な公共負担
の下で維持し、行政施策との連携を図りながら交通手段を確保します。

○ 主な取組
• 適正な公共負担の下での公共性の高い路線の維持

施策6 本市の行政施策との連携

事業10 公共交通ネットワークの形成に向けた取組等 事業11 公共性の高い路線の維持
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○ 趣旨（現状）
本市においては、令和２（2020）年11月に脱炭素戦略「かわさきカーボン

ゼロチャレンジ2050」を策定するとともに、令和4（2022）年3月には「川
崎市地球温暖化対策推進基本計画」を改定し、令和12 （2030）年度までに
市域の温室効果ガス排出量を平成25（2013）年度比で▲50％を目指して
います。

市バスでは、これまでハイブリッドバスの導入や、令和６（2024）年度に、
市バス初となる電気バスを試験導入するなど、車両の脱炭素化に向けた取
組を進めてきましたが、市バスで利用可能なハイブリッドバスの国内生産中
止に伴い、温室効果ガス排出量の削減目標の達成が困難となったため、車両
更新計画の見直しが必要です。

○ 取組の方向性
電気バスの導入や次世代燃料の検討

など、脱炭素化に向けた取組の検討を
進めていきます。

○ 主な取組
• 電気バスの計画的導入
• 電気バス以外の次世代自動車の検討
• バイオ燃料等の次世代燃料の検討

20.バス車両の脱炭素化に向けた取組

第４章 目標達成に向けた取組 ３ 具体的な取組（第１期４年間：R8～R11・2026～2029）

戦略3 公営交通事業者としての取組

施策７ 環境対策の推進

事業12 バス車両等の脱炭素化に向けた取組

電気バス

活動目標

計15両（R8～11年度）電気バスの導入

21.営業所等の施設における脱炭素化に向けた取組

○ 趣旨（現状）
本市における脱炭素化に向けた取組として、「川崎市地球温暖化対策推進

基本計画」の中で、令和12（2030）年度までに全公共施設へ再生可能エネ
ルギー100％電力の導入を掲げています。

市バスにおけるバス車両以外の脱炭素化に向けた取組としては、営業所の
施設において、これまでの照明と比べて省電力かつ長寿命のLED照明への
切替等を実施し、令和６（2024）年度に全ての切替えが完了しました。

○ 取組の方向性
今後は、照明付停留所標識のLED化を推進するとともに、本市の取組に合

わせ、市バスの施設における再生可能エネルギーの導入を進めていきます。

○ 主な取組
• 照明付停留所標識のLED化（令和11年度完了予定）
• 施設における再生可能エネルギーの継続的活用
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22.エコドライブの推進

第４章 目標達成に向けた取組 ３ 具体的な取組（第１期４年間：R8～R11・2026～2029）

○ 趣旨（現状）
エコドライブは、排気ガス抑制等の環境改善効果以外にも、燃費改善等の

コスト削減効果があります。さらに、穏やかな運転につながることで、事故防
止効果も期待できる取組です。

○ 取組の方向性
急発進、急加速、急制動を行わない運転操作

の徹底に向け、エコドライブ指導者研修への派遣
やエコドライブ啓発運動などを実施し、運転時の
意識を高めることにより、環境にやさしく安全な
エコドライブを推進します。

○ 主な取組
• エコドライブ指導者研修への派遣（３名）
• デジタルタコグラフのデータを活用した

エコドライブ指導の実施
• エコドライブ啓発運動の実施（年２回）

戦略3 公営交通事業者としての取組

23.災害時等における実効性のある取組

○ 趣旨（現状）
近年全国的に大規模な地震が発生しており、今後高い確率で発生が見込

まれる首都直下地震や南海トラフ地震、台風、集中豪雨等による風水害や大
雪による雪害など、いつどこで発生するか分からない、様々な災害に対して、
迅速で的確な対応を進めながら、安全な輸送サービスを確保していくことが
必要になります。

また、本市において大規模な災害が発生し、「川崎市災害対策本部」が設置
された場合には、市バスは「交通部」として、バスによる緊急輸送の実施など
の役割を担っており、平時から危機管理体制の維持・強化に向けた取組を推
進していく必要があります。

○ 取組の方向性
市バスでは、自然災害が発生

した際の行動理念を示し、適時適
切な対応につなげ、輸送の安全
の確保を実現するため、「川崎市
交通局 防災の基本方針」を定め
ました。今後も、地震、台風、大雪
などの発生を想定した実践的な
防災訓練の実施や、その結果を
踏まえた「交通局危機管理対応
マニュアル」の見直しなど災害時
に備えた実効性のある取組を推
進します。

○ 主な取組
• 災害時における民営事業者との連携の確保・充実
• 災害の発生を想定した実践的な防災訓練の実施（年２回）
• 「交通局危機管理対応マニュアル」の見直し

施策７ 環境対策の推進

事業12 バス車両等の脱炭素化に向けた取組 事業13 危機管理体制の強化に向けた取組

施策８ 災害時等への対応

風水害時を想定した訓練の模様

エコドライブ指導者研修の模様
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第４章 目標達成に向けた取組 ３ 具体的な取組（第１期４年間：R8～R11・2026～2029）

戦略４ 経営基盤の構築

施策９ 安定した経営基盤の確保

事業14 持続可能な経営の推進

24. 持続可能な経営の推進に向けた取組

○ 趣旨（現状）
コロナ禍後、乗車人員は回復基調にあるものの、令和元年度の水準までは

回復しておらず、依然として不透明な状況です。
また、燃料価格をはじめとした物価の上昇等により、依然として厳しい事

業環境が見込まれるとともに、新型コロナウイルス感染症の影響による減収
への対応として発行した特別減収対策企業債の償還、営業所の老朽化対策、
バス車両の脱炭素化に向けた取組等で多くの資金が必要となることから、厳
しい経営状況が見込まれます。

こうした状況の中、持続可能な事業運営を図り、将来にわたり市バス輸送
サービスを安定的に提供していくため、費用の削減や収入の確保等に取り組
む必要があります。

○ 取組の方向性
安定的な経営基盤の構築に向けて、投資計画に基づいた事業運営の実施

や、国庫補助金の活用などの費用負担の軽減に取り組むとともに、営業所の
管理委託の継続実施や組織体制の整備、老朽化した営業所の計画的整備、
乗車料金改定の検討等に取り組みます。

○ 主な取組
• 収支計画に基づいた事業運営の実施
• 国庫補助金等の活用

成果目標

純利益の確保（R11年度）純損益

20％未満（R11年度）資金不足比率

25. 経営状況を踏まえた取組の推進

○ 趣旨（現状）
経営戦略プログラム期間内においては、新型コロナウイルス感染症の影響

により乗車人員が減少したことから、利用動向を踏まえたダイヤ改正に取り
組むとともに、営業所の統合や利用動向を踏まえた路線再編等により、事業
規模の適正化を推進してきました。コロナ禍後、乗車人員は回復基調にある
ものの、令和元年度の水準までは回復しておらず、民営・公営を含めた乗合
バス事業者の経営は大変厳しいものとなっています。

○ 取組の方向性
乗合バス事業者の経営が厳しいものとなっている中、全国的に運転手等

の人材不足が生じています。地域における公共交通ネットワークを確保・維
持するために、引き続き、民営事業者との役割分担の検討等を進め、資源の
最適化を図ります。

○ 主な取組
• 民営事業者との路線の重複状況等を踏まえた役割分担等の検討
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第４章 目標達成に向けた取組 ３ 具体的な取組（第１期４年間：R8～R11・2026～2029）

施策９ 安定した経営基盤の確保

26. 時間外勤務の縮減を含めた総人件費の抑制

○ 趣旨（現状）
市バスは、公共交通機関として、早朝から夜遅くまで１日も欠かすことなく

バスを運行する責務を担っています。そのため、急病等により勤務当日に休
暇が発生した場合であっても、その日の運行を確保するため、予備勤務者で
の対応のほか、運転手による時間外労働や休日労働によって対応する必要
があります。

○ 取組の方向性
限られた経営資源の中で運行を維持しているため、職員の健康管理も踏

まえ、時間外勤務の縮減に取り組みます。

○ 主な取組
• 計画的な年次有給休暇等の取得
• 職員の意識改革の推進

27. 営業所の管理委託の継続

○ 趣旨（現状）
市バスでは、民間のノウハウによるサービスの維持向上や、低廉なコスト

水準による費用削減を図るために営業所の管理委託を活用してきました。
しかしながら、近年では、営業所の管理委託を受託する民営事業者におい

て、慢性的に運転手が不足している状況であること、物価高騰や運転手の処
遇改善などにより運行に係る経費が増加傾向にあることなど、管理委託を
取り巻く環境は大きく変化しつつあります。今後は、管理委託の効果等を踏
まえつつ、市バスネットワークの維持に向けた管理委託の活用についても検
討する必要があります。

○ 取組の方向性
管理委託に係る効果や課題等を踏まえながら、引き続き、上平間営業所及

び井田営業所の２営業所の管理委託体制を継続します。

○ 主な取組
• 上平間営業所（第５期）及び井田営業所（第３期）の管理委託更新に向けた

取組推進（令和８年度）
• 上平間営業所（第５期）及び井田営業所（第３期）の管理委託実施（令和９～

令和13年度）
• 有識者や市民代表で構成される「川崎市交通局営業所管理委託に係る評

価委員会」を開催（年３回）

事業14 持続可能な経営の推進

戦略４ 経営基盤の構築
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第４章 目標達成に向けた取組 ３ 具体的な取組（第１期４年間：R8～R11・2026～2029）

施策９ 安定した経営基盤の確保

28. 料金改定に向けた取組

○ 趣旨（現状）
市バスでは、バス車両の更新台数増加や営業所の老朽化対策など、多くの

資金需要があり、厳しい経営状況が見込まれることから、令和４年10月に料
金改定（大人普通乗車料金210円→220円）を実施しました。

○ 取組の方向性
近年の物価高騰を背景として、運行に係る経費や営業所の建替えを含め

た施設整備に係る経費が増加しているほか、安定的な事業基盤を支えるた
めに必要となる運転手や整備員等の確保・育成に係る経費などの資金需要
が見込まれています。

こうした状況を踏まえ、持続可能な事業運営を図り、将来にわたって市バ
ス輸送サービスを安定的に提供していくため、乗車料金の改定を検討します。

○ 主な取組
• 乗車料金改定の検討

事業14 持続可能な経営の推進

29.持続可能な事業運営に係る組織体制の構築

○ 趣旨（現状）
燃料価格をはじめとした物価の上昇等による厳しい事業環境が見込まれ

るとともに、新型コロナウイルス感染症の影響による減収への対応として発
行した特別減収対策企業債の償還や営業所の老朽化対策、脱炭素化に向け
た取組等で多くの資金が必要となることから、厳しい経営状況が見込まれて
います。さらに、全国的な運転手や整備士の不足に伴い、安定した経営基盤
を支える人材の確保に課題を抱えるなど、事業を取り巻く環境はより一層厳
しさを増しています。

こうした状況の中、将来にわたって安定的な事業運営を行い、市バス輸送
サービスを持続的に提供するため、職員配置や組織整備の最適化に取り組
むなど、効率的・効果的な執行体制の整備に取り組む必要があります。

○ 取組の方向性
バス車両の脱炭素化に向けた次世代

自動車及びバイオ燃料等の次世代燃
料の導入に向けた検討や塩浜営業所
の建替え整備に合わせた車検の自家
化の拡大、整備員の育成体制の構築
など、安定的な車両整備を推進する
ため、バス車両整備業務の充実・強化
を図ります。
また、将来にわたって市バス輸送

サービスを持続的に提供していくため、
効率的・効果的な執行体制の整備に
取り組みます。

○ 主な取組
• 安定的な車両整備に向けた、バス車両整備業務の充実・強化
• 効率的・効果的な執行体制の整備

事業15 持続可能な事業運営に係る組織体制の構築

バス車両の整備

写真

戦略４ 経営基盤の構築
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30.運転手及び整備員の着実な人材確保

第４章 目標達成に向けた取組 ３ 具体的な取組（第１期４年間：R8～R11・2026～2029）

○ 趣旨（現状）
運転手については、大型自動車第二種免許保有者の減少や高齢化が進展

していることに加え、令和6（2024）年４月に、バス運転手の改善基準告示
が改正されたことによる、１日の拘束時間の上限や休息期間の基準の見直し
などにより、全国的にバス運転手の不足が深刻化しています。

整備員についても、少子化や若者の自動車離れ等により自動車整備士を
目指す人が減少しており、人材の確保が課題となっています。

こうした中、市バスでは、自動車整備資格を有しない整備員養成制度の採
用選考や、バス乗務未経験の方を対象とした選考、再度市バスで勤務するこ
とを希望する方を対象とした選考など、新たな採用選考を実施してきました。

○ 取組の方向性
運転手については、引き続き、受験しやすい選考方法へ見直しを図るとと

もに、今後の事業規模に応じ、退職動向等も踏まえながら、計画的な人材確
保に取り組みます。

整備員については、人材の確保に向けた関係機関等への働きかけを推進
するとともに、引き続き、計画的な人材確保に取り組みます。

採用選考の周知については、より多くの方から応募していただけるよう、
効果的な広報を進めていきます。

多様なライフスタイルに対応した短時間勤務職員の募集や、女性職員が働
きやすい職場環境の整備を進めるなど、女性や高齢者等による多様な働き
方の推進を図ります。

○ 主な取組
• 運転手・整備員の採用選考の実施（各年２回以上）
• 養成枠（運転手・整備員）の採用選考の実施
• 未経験者枠（運転手）の採用選考の実施
• 受験日の希望選択制の導入検討
• 合同就職説明会の活用等効果的な広報の推進

戦略４ 経営基盤の構築

施策９ 安定した経営基盤の確保

事業16 安定的な事業基盤を支える人材の確保 事業17 人材育成の推進と組織の活性化

31.人材育成の推進

○ 趣旨（現状）
現在市バス事業を取り巻く環境は、大変厳しい状況にあり、このような環

境下で事業を進めていくために、より高度かつ多様な能力や取り組み姿勢が
職員に求められています。運転手等の技能・業務職員、運行管理者等の事務
職員、整備員等の技術職員のそれぞれが、現状を理解し、課題解決のために
期待される能力、姿勢・態度を高めていくことが求められています。

○ 取組の方向性
本市における高齢者人口の増加や、道路走行環境の変化への対応など、輸

送安全を取り巻く環境の変化等に対応し、より一層の安全な輸送サービスを
提供していくため、営業所ごとの特性に合わせた研修や、職員の習熟度に合
わせた研修、電気バスといった次世代自動車の導入拡大に伴う研修など、内
容の拡充を図り、各種研修を通じて輸送の安全に係る意識や技能の向上に
取り組みます。

また、こうした輸送安全とサービス向上に向けた人材育成を効果的に進め
ていくため、各研修の目的に沿って実施内容や効果、課題等を検証し、それ
に基づく研修等の計画的な実施により取組を推進します。

○ 主な取組
• 新規採用者研修
• 組織マネジメント研修
• 外部講師による後輩・部下育成研修
• 運転手を対象とした事故防止研修
• 職長運転手による情報共有や技術の伝達の実施
• 運行管理者研修
• 整備員を対象とした新規採用職員及び階層別の職員研修
• 整備員を対象とした電気バス取扱（技術）講習会
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32.職員のモチベーションの維持・向上

第４章 目標達成に向けた取組 ３ 具体的な取組（第１期４年間：R8～R11・2026～2029）

○ 趣旨（現状）
市民やお客様の信頼や安全・安心を確保するため、服務規律の徹底や適

正な業務遂行が求められています。さらに、職員のモチベーションを維持・向
上させ、やる気と働きがいを引き出すことも重要です。

○ 取組の方向性
長年にわたって無事故・無違反を達成した

運転手や、 お客様から多くの賞詞をいただ
いた運転手など、模範となる業績のあった
運転手等に対して、市長表彰・局長表彰等の
職員表彰の実施や、営業所見学会等のイベン
トを実施し、市バス利用者とのコミュニケー
ションの場を設けることで、職員のモチベー
ションの維持・向上を図ります。

○ 主な取組
• 無事故・無違反を達成した運転手を評価

する無事故表彰の実施
• 市長表彰・局長表彰の実施
• 営業所見学会等のイベントの実施

戦略４ 経営基盤の構築

33.職員の健康管理の徹底

○ 趣旨（現状）
市バス事業は、早朝から夜遅くまでの勤務を行っており、かつ不規則勤務

であることから、安全かつ快適で利用しやすいサービスをお客様に提供する
ためには、健康状態を良好に保持していく必要があります。特に、運転手に
ついては、お客様を安全に目的地までお届けすることが最大の責務である
ため、健康管理をより一層徹底しなければなりません。

○ 取組の方向性
定期健康診断の受診を徹底し、疾病の早期発見・治療につなげることで、

職員の健康保持・増進を図ります。
また、産業医による定期的な巡回を行うとともに、保健相談員による保健

相談・指導を行うなど、安心して健康に働くことができる職場環境づくりに
取り組みます。

○ 主な取組
• 健康診断結果を踏まえた産業医面談、保健指導・相談の実施
• 睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）のスクリーニング検査の実施
• 心臓疾患・大血管疾患対策検査の実施
• 脳健診の実施
• インフルエンザ予防接種費用の助成
• 眼科健診の実施

施策９ 安定した経営基盤の確保

事業17 人材育成の推進と組織の活性化

写真

大臣表彰
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第４章 目標達成に向けた取組 ３ 具体的な取組（第１期４年間：R8～R11・2026～2029）

戦略４ 経営基盤の構築

施策９ 安定した経営基盤の確保

34.営業所の建替えに向けた取組

○ 趣旨（現状）
塩浜営業所については、築51年が経過し、施設の老朽化への対応に加え、

バス車両整備に係る民間整備事業者の減少を踏まえた車両整備機能の拡充
や、脱炭素化に向けた取組である電気バスのための充電設備の整備など、事
業を取り巻く環境の変化等に対応した施設整備等を進めていく必要があり
ます。

鷲ヶ峰営業所については、築54年が経過したため施設の老朽化が進んで
おり、今後も北部地域における輸送需要や事業を取り巻く環境の変化などに
対応していくためには、将来においても営業所の再整備が必要となることか
ら、引き続き北部地域における事業用地の確保等を検討していく必要があり
ます。（築年数は令和８（2026）年３月31日時点）

○ 取組の方向性
塩浜営業所については、車検の自家化の拡大に向けた車両整備機能の拡

充や、電気バス等の次世代自動車の拡大などに取り組み、今後も市バス輸送
サービスを安定的・持続的に提供していくため、現在地での営業所施設等の
建替え整備に向けた取組を進めます。また、建替え整備の際は緑の連続性に
配慮し、植木や植栽帯等の設置を検討し、地球環境の変化に対応するととも
に、施設従業者のストレス緩和・リラックスに貢献します。

鷲ヶ峰営業所については、関係機関とも連携しながら事業用地の確保に
向けた取組を検討していきます。

○ 主な取組
• 塩浜営業所の設計等（令和８～９年度）
• 塩浜営業所建替え整備に係る工事着手（令和10年度）
• 塩浜営業所の整備に際し植木や植栽帯等を設置
• 北部地域における事業用地の確保に向けた検討

事業18 営業所の計画的整備

35.計画的な整備・補修

○ 趣旨（現状）
事業基盤となる営業所施設については、耐用年数を超過し、老朽化した設

備が急増することから、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減収による
厳しい経営状況においても、限りある資金の中で対策を進めていく必要があ
ります。

○ 取組の方向性
引き続き、各設備の現状把握を実

施し、施設の長寿命化に向けた予防
保全的整備を実施します。また、老
朽化や安全上整備が必要な設備に
ついては、代替や補修等の措置を講
じ、営業所施設の機能維持を図りま
す。

○ 主な取組
• 空調設備等の定期点検及び部品交換
• 営業所の路面補修についての検討・実施

営業所車庫の路面補修
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第４章 目標達成に向けた取組 ３ 具体的な取組（第１期４年間：R8～R11・2026～2029）

戦略４ 経営基盤の構築

施策９ 安定した経営基盤の確保

36.広告宣伝事業の取組

○ 趣旨（現状）
広告業界全体では、インターネット媒体への広告が主流となってきていま

すが、市バスの広告事業については、ラッピングバス広告や車内広告（車内
音声広告、車内額面広告等）を主な広告媒体として、通勤・通学等で市バスを
御利用のお客様の目につきやすく、地域に根差した情報発信ができる魅力
があります。

○ 取組の方向性
市バスでは、車内額面広告の実施やタイアップ広告の実施など、従来の広

告媒体の活用推進に加え、広告宣伝事業への既存資産の新たな活用方法の
検討を行うなど、広告宣伝事業を推進します。

○ 主な取組
• 車内放送（停留所名併称広告）の実施
• 車内額面広告の実施
• ラッピング広告の実施

事業19 資産の有効活用等

ラッピングバス広告 車内広告

○ 趣旨（現状）
近年は全国的なバス運転手の不足や改善基準告示改正に伴う労働時間の

規制強化などにより、業界全体で貸切バス事業への対応が困難となってい
ます。その中で、市バスの貸切バス事業については、市内の小・中学校の社会
見学や遠足、イベント輸送等の一般貸切バス業務のほか、競輪輸送による定
常的な貸切需要への対応をしてきました。

○ 取組の方向性
引き続き、今後の利用動向を踏まえ、貸切バス事業を推進するなど、適切

な事業運営に努めます。

○ 主な取組
• イベントや学校行事等に伴う貸切業務依頼への対応

37.貸切バス事業の取組
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第４章 目標達成に向けた取組 ３ 具体的な取組（第１期４年間：R8～R11・2026～2029）

戦略４ 経営基盤の構築

施策９ 安定した経営基盤の確保

事業19 資産の有効活用等

38.保有資産の活用等

○ 趣旨（現状）
市電（昭和19（1944）年から昭和44（1969）年まで運行）の旧線路用地

やバス折り返し所等の貸付けなどは、市バス事業における重要な収入源です。

○ 取組の方向性
引き続き、余裕資産の駐車場等としての貸付けや施設内の余剰スペースへ

の自動販売機の設置など、保有資産の有効活用を図るとともに、廃棄タイヤ、
金属くず等の不用品や廃車バスの適時・適切な売却により、保有資産の有効
活用を進めていきます。

○ 主な取組
• 保有資産の貸付け
• 不用品や廃車バスの売却

保有資産の貸付け
（自動販売機の設置）

39. プロモーションの推進

○ 趣旨（現状）
事業を効果的に進める上で、市バスの情報を正確に伝えて市民の方々の

理解をいただくことは重要な取組であり、市バスのイメージアップや利用者
の増加にもつながります。

○ 取組の方向性
広報活動を計画的に推進するとともに、様々な情報伝達手段を活用して、

より多くの市民やお客様に情報を周知し、効果的な広報を推進します。

○ 主な取組
• 交通局プロモーション推進会議に

よる年間計画の作成・実施
• マスメディアを通じた効果的な広

報の実施
• ホームページでの情報発信のほか、

Ｘ等のＳＮＳを活用して遅延等運
行情報を発信

• 「体験型」営業所見学会等のイベン
トの実施（再掲）

• バス利用者等に向けたイラスト用い
た安全啓発のチラシ等の配布
（再掲）

施策１0 プロモーションの推進

事業２0 プロモーションの推進

「体験型」営業所見学会
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総合計画においては、成果指標を設定し、計画の達成状況等を適切に進行
管理することで課題や改善点を明確化し、ＰＤＣＡサイクルが効果的に機能す
るよう、内部、外部の視点により検証しながら評価を行っています。

このため、総合計画の個別計画である本計画においても、内部、外部の視
点から進捗状況を検証するものとします。また、目標に対する達成度等を確
認するために成果目標を設定し、客観的な評価を実施します。

内部の視点による進捗状況の検証については、進捗管理会議を実施する
ことで、取組の実施結果や課題等を明確化することにより、ＰＤＣＡサイクル
を効果的に回していきます。

また、市バス事業の経営上の課題等を検討するために設置している川崎
市バス事業アドバイザリー・ボードを活用し、外部委員による専門的見地や利
用者等の視点により進捗状況の確認を行いながら効果的に事業を推進して
いきます。

４ 計画の進捗管理

第４章 目標達成に向けた取組

計画の進捗管理

主な取組

年２回実施進捗管理会議の実施

年１回実施市バス事業アドバイザリー・ボードの運営
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第 ５ 章

計画期間中の財政収支計画
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第５章 計画期間中の財政収支計画

第４章に掲げられている令和８（2026）年度から令和11（2029）年度まで
の取組を反映して、第１期計画４年間の「財政収支計画」を策定しています。

また、第１期計画４年間の取組等を踏まえ、令和12（2030）年度から令和
15（2033）年度までの第2期計画、令和16（2034）年度から令和19
（2037）年度までの第3期計画の８年間の見通しを算定し、「財政収支見通し」
として位置づけています。

なお、第２期計画以降の具体的な計画に合わせて見直しを行います。

１ 財政収支計画及び財政収支見通し

○ 収益
• 乗車料収入は、令和７年度の見込額を基に、市バスネットワークの形成に向

けた取組等を反映して算定しています。
• 一般会計繰入金（基準外繰入金）は、行政路線補助金及び公共施設接続路

線負担金を反映して算定しています。

○ 費用
• 人件費は定年退職者の再任用や正規職員の採用による新陳代謝等を反映

して算定しています。
• 減価償却費は、バス車両の更新や営業所の計画的整備等の投資に係る償

却額を反映して算定しています。
• 国の経済見通しを考慮し、物価高騰の影響を反映して算定しています。

○ その他
• 料金改定を実施しない場合、効率化・経営健全化の取組を進めたとしても

12年間の計画期間内に資金不足を解消することが困難な状況です。資金
不足解消のため、令和９年度に２０円の料金値上げを実施した場合の「財政
収支計画」及び「財政収支見通し」も掲載します。

■ 料金改定なし

■ R9年度に料金改定（仮定）

(1) 主な前提条件

(２) 財政収支計画及び財政収支見通し

※ 収益的収支は消費税及び地方消費税抜き、資本的収支は消費税及び地方消費税込みです。
※ 端数処理により、収支が一致しない場合があります。
※ 収益的収支とは、当該年度の企業の経営活動に伴い発生すると予定されるすべての収益と

それに対応するすべての費用を、資本的収支とは、諸設備の整備、拡充等の建設改良費や、
建設改良に要する資金としての企業債収入、現有施設に要した企業債の元金償還等の予定
を指します。また、資金状況の欄では、資金収支の累積過不足額を表す資金過不足額と、資
金の不足額の事業の規模に対する比率を表す資金不足比率を記載しています。

※ 資金不足比率が20％を超えた場合、議会の議決を経て財政健全化計画を策定したうえで、
国へ報告するなどの義務が生じます。

（単位　億円）

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19
(2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031) (2032) (2033) (2034) (2035) (2036) (2037)

95.7 101.2 106.8 107.3 108.1 108.3 108.3 107.7 108.1 108.3 109.8 114.7

9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2

105.0 100.8 104.4 107.3 106.9 104.7 102.9 100.5 100.8 101.7 105.0 112.9

△ 9.3 0.4 2.4 0.0 1.2 3.6 5.4 7.2 7.3 6.6 4.8 1.8

28.0 19.7 37.2 20.4 65.6 35.2 19.7 26.6 19.6 26.5 38.9 27.6

36.3 29.3 50.5 35.0 83.8 53.7 35.3 39.4 28.9 33.5 46.0 35.2

17.9 19.5 26.7 17.1 39.4 16.1 4.0 7.3 7.8 14.3 33.8 25.6

18.4 9.8 23.8 17.9 44.4 37.6 31.3 32.1 21.1 19.2 12.2 9.6

△ 8.3 △ 9.6 △ 13.3 △ 14.6 △ 18.2 △ 18.5 △ 15.6 △ 12.8 △ 9.3 △ 7.0 △ 7.1 △ 7.6

△ 2.0 2.0 3.8 6.7 4.4 3.0 △ 0.5 △ 1.0 0.1 4.8 8.7 12.3

2.5% ― ― ― ― ― 0.5% 1.1% ― ― ― ―

財政収支計画
（第１期計画）

財政収支見通し
（第２期計画）

財政収支見通し
（第３期計画）

収益的
収支

収益

うち一般会計繰入金（基準外繰入金）

費用

純損益

資本的
収支

収入

支出

うち建設改良費

うち企業債償還金

収支差引

資金
状況

資金過不足額

資金不足比率

（単位　億円）

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19
(2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031) (2032) (2033) (2034) (2035) (2036) (2037)

95.7 98.2 100.6 101.0 101.9 102.1 102.1 101.5 101.9 102.0 103.6 108.4

9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2

105.0 100.8 104.5 107.3 107.0 104.7 102.9 100.6 100.8 101.7 105.0 112.9

△ 9.3 △ 2.6 △ 3.9 △ 6.3 △ 5.1 △ 2.6 △ 0.8 0.9 1.1 0.3 △ 1.4 △ 4.5

28.0 19.7 37.2 20.4 65.6 35.2 19.7 26.6 19.6 26.5 38.9 27.6

36.3 29.3 50.5 35.0 83.8 53.7 35.3 39.4 28.9 33.5 46.0 35.2

17.9 19.5 26.7 17.1 39.4 16.1 4.0 7.3 7.8 14.3 33.8 25.6

18.4 9.8 23.8 17.9 44.4 37.6 31.3 32.1 21.1 19.2 12.2 9.6

△ 8.3 △ 9.6 △ 13.3 △ 14.6 △ 18.2 △ 18.5 △ 15.6 △ 12.8 △ 9.3 △ 7.0 △ 7.1 △ 7.6

△ 2.0 △ 1.1 △ 5.5 △ 8.8 △ 17.4 △ 24.9 △ 34.7 △ 41.5 △ 46.6 △ 48.1 △ 50.4 △ 53.1

2.5% 1.3% 6.5% 10.5% 20.8% 29.9% 41.7% 49.7% 55.9% 57.7% 60.5% 63.7%

財政収支見通し
（第２期計画）

財政収支見通し
（第３期計画）

うち企業債償還金

収入

純損益

費用

財政収支計画
（第１期計画）

収益的
収支

資本的
収支

資金
状況

収益

うち建設改良費

うち一般会計繰入金（基準外繰入金）

資金不足比率

資金過不足額

収支差引

支出
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「川崎市バス事業 経営計画」の策定に当たっては、外部有識者や利用者代表
等で構成される「川崎市バス事業アドバイザリー・ボード」から意見をいただき
ながら検討を進めてきました。

また、それぞれの業務に携わっている各課の若手職員を中心とした庁内ディ
スカッションや、市バス輸送サービスの最前線である営業所職員との意見交換
を通じて、現場を起点としたボトムアップにより、課題や対応策等の抽出を行い
ながら、今後の取組などについて検討を行いました。

1 計画策定の経過

資料編

川崎市バス事業アドバイザリー・ボード

主な内容開催日

次期経営計画の骨子について令和７年 ３月 １８日第１回

次期経営計画（素案）について令和７年 ９月 ４日第２回

【検討経過】

【委員名簿】

所属等氏名区分

東洋大学 教授岡村 敏之

学識
経験者

交通ジャーナリスト鈴木 文彦

慶應義塾大学 教授田邉 勝巳

福島学院大学 教授寺田 一薫

川崎市交通安全母の会連合会 会長新井 トキ子利用者
代表 川崎市地域女性連絡協議会 理事石井 洋子

（敬称略）

※区分ごと・五十音順

【設置要綱】

川崎市バス事業アドバイザリー・ボード開催運営等要綱 

 

制定  令和２年１月６日（３１川交経企第８８号局長決裁） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、川崎市バス事業に関して専門的見地からのアドバイスや利用者からの意見を

聴くことを目的とする川崎市バス事業アドバイザリー・ボード（以下｢アドバイザリー・ボード」

という。）の運営に関し、必要な基本事項を定める。 

 

（目的） 

第２条 交通局長は、次に掲げる事項について、アドバイザリー・ボードの委員の意見を求める。 

（１）川崎市バス事業に関すること 

（２）経営改善に関すること 

（３）その他、必要な事項 

 

（委員） 

第３条 交通局長は、アドバイザリー・ボードの委員として、次に掲げる者に就任を依頼する。 

（１）学識経験者 

（２）利用者 

（３）その他、必要な者 

 

（開催期間） 

第４条 アドバイザリー・ボードの開催期間は、令和５年３月２８日から令和８年３月３１日までの

期間とし、必要に応じて開催することとする。 

 

（会議） 

第５条 アドバイザリー・ボードの会議は、交通局長が招集する。 

２ 会議には、委員及び交通局長以下関係職員が出席する。 

３ 交通局長は、必要に応じ、関係者又は専門知識を有する者の出席を求めることができる。 

 

（庶務） 

第６条 アドバイザリー・ボードの庶務は、交通局企画管理部経営企画課において処理する。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザリー・ボードの運営等に関し必要な事項は、交通

局長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年１月６日から施行する。 

（川崎市バス事業アドバイザリー・ボード設置要綱の廃止） 

２ 川崎市バス事業アドバイザリー・ボード設置要綱（平成２１年７月１日付２１川交経企第２５

号）は、廃止する。 

 

附 則（令和５年１月３１日４川交経企第１９４号） 

 この要綱は、令和５年１月３１日から施行する。 
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1 計画策定の経過

資料編

本局職員のディスカッション及び営業所職員との意見交換

【検討経過】

概要等開催日

入庁１０年以内の若手職員を対象としたディスカッション（第１回）令 和 ７ 年 ３ 月 ２ ６ 日

入庁１０年以内の若手職員を対象としたディスカッション（第２回）令 和 ７ 年 ３ 月 ２ ７ 日

入庁１０年以内の若手職員を対象としたディスカッション（第３回）令 和 ７ 年 ４ 月 2 1 日

主任及び係長級職員を対象としたディスカッション令 和 ７ 年 ５ 月 1 2 日

鷲ヶ峰営業所の全職員を対象とした意見交換会（午前・午後各２回）令 和 ７ 年 ５ 月 ２ ６ 日

塩浜営業所の全職員を対象とした意見交換会（午前・午後各２回）令 和 ７ 年 ５ 月 ２ ７ 日

鷲ヶ峰営業所の全職員を対象とした意見交換会（午前・午後各２回）令 和 ７ 年 ５ 月 ３ ０ 日

塩浜営業所の全職員を対象とした意見交換会（午前・午後各２回）令 和 ７ 年 ６ 月 ４ 日
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２ 用語解説

資料編

解説用語

あ行

道路運送法により選任が義務付けられている、輸送の安全の
確保に関する管理業務の統括管理者のこと。経営トップの指
示のもと、安全管理体制のＰＤＣＡサイクルを回すための責務
と権限を有する。

安全統括管理者

ドライバーの性格、運転態度、認知・処理機能、視覚機能等に
ついて、心理及び生理の両面から個人の特性を把握し、安全
運転に役立たせるために実施している適性診断のこと。

適性診断

平成17（2005）年度に起きたヒューマンエラーによる事故
の多発を受けて創設された制度で、企業などの品質管理基準
を参考として、1)運輸事業者が、経営トップから現場まで一
丸となって、いわゆる「PDCAサイクル」の考え方を取り入れ
た形で安全管理体制を構築し、その継続的取組を行うこと、
2) 事業者が構築した安全管理体制を国が評価する「運輸安
全マネジメント評価」を実施することにより、運輸事業者にお
ける輸送安全性の確保と継続的な向上を図るもの。

運輸安全マネジメント

自動車の運転手が運転方法等を改善し、環境にやさしく無駄
のない運転をすること。アイドリングストップやふんわりアク
セルなどにより、燃費が良くなり、大気汚染物質やCO₂等の

排出ガスも削減される。また、スムーズな加速・減速により、
車内事故防止にも効果が期待できる。

エコドライブ

自動車運送事業者が、国土交通大臣が定める要件を満たす遠
隔点呼機器・システムを用いて、遠隔地にいる運転手に対して
行う点呼のこと。対面による点呼と同等の効果を有する方法
として認められており、運行管理者が運転手の健康状態や酒
気帯びの有無、車両の安全確認などを遠隔で実施することが
可能になる。

遠隔点呼

か行

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（厚生労働
大臣告示）のことで、バス、トラック、タクシー等の自動車運転
者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため拘束時
間の上限、休息期間、運転時間等について基準を定めたもの。

改善基準告示

１個の契約により、乗車定員11人以上の自動車を貸し切って
旅客を運送する事業のこと。観光、イベント、学校行事、企業
送迎、冠婚葬祭などに利用される。

貸切バス

貸切バス事業者の安全性の確保に向けた取組状況を評価・認
定・公表する制度のこと。貸切バスの利用者や旅行会社がよ
り安全性の高い貸切バス事業者を選択しやすくするとともに、
貸切バス事業者が安全性の確保に向けた意識の向上や取り
組みの促進を図り、より安全な貸切バスサービスの提供に寄
与することを目的に、日本バス協会が実施している。

貸切バス事業者安全性
評価認定制度

解説用語

脱炭素化の取組のスタート地点として、2050年のCO₂排出

量実質100%削減の達成に向け、2030年マイルストーン
（中間目標地点）や、基本的な考え方、先導的な取組などを示
したもの。

か わ さ き カ ー ボ ン ゼ ロ
チャレンジ2050

「誰もが利用しやすいこと」、「安全・安心かつ円滑であること」、
「持続可能であること」を本市交通政策の理念に掲げ、将来目
指すべき都市交通の姿をもとに、その実現に向け、都市の骨
格を形成する鉄道や道路ネットワークから市民にとって最も
身近な地域交通までの重点施策等を総合的、体系的にとりま
とめたマスタープランのこと。平成25（2013）年3月に策定
した。

川崎市総合都市交通計画

高齢化の進展や居住及び従業人口の変化等を背景に、輸送
需要の変化やニーズの多様化が進んでいる中、地域公共交
通を取り巻く環境変化等を踏まえ、市域全体の持続可能な地
域交通環境の向上を目的として、地域公共交通活性化再生
法に基づき策定された法定計画のこと。令和３（2021）年３
月に策定した。

川崎市地域公共交通計画

道路運送法に規定する事業の管理の受委託のこと。道路運送
法に基づき、営業所の運転業務、運行管理業務及び整備管理
業務を含む業務を一体的に他のバス事業者へ委託するもの。
受託事業者は、委託者のバス車両、営業所施設、バス停留所
施設等を使用し、委託者の運賃制度を用いて運行業務を行う。

管理委託

本来、運行すべき経路を逸脱するなどの運行上のミスのこと。経路誤り等運行ミス

地方公共団体が経営するバスのこと。地方公営企業法に定義
された地方公営企業（交通局）によって運行されているもの
を指す。乗合バスのほか、貸切バスも含まれる。

公営バス

市バス車両を活用して交通ルールや大型車両の特性を学び、
交通安全意識の向上を図る体験学習の場のこと。

交通安全教室

大規模な地震や風水害などの危機事象が発生した場合又は
発生する恐れがある場合に、乗客や交通局職員等の生命、身
体及び財産への被害を防止・軽減することを目的に、交通局
が取り組む基本的な対処方針を示したもの。

交通局危機管理対応
マニュアル

「心のバリアフリー」社会の実現を目指して、国土交通省の各
地方運輸局の主催により、全国各都市において提供されてい
る擬似体験、介助体験、バリアフリー化された施設での体験
等の場のこと。市内で開催される場合、市交通局などが協力
している。

交通バリアフリー教室
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解説用語

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」
では、バリアフリー化の促進に関する国民の理解を深め、バリ
アフリー化の実施に関する国民の協力を求める、いわゆる
「心のバリアフリー」を深めていくことを国の責務として定め
るとともに、高齢者や障害者等が円滑に移動し施設を利用で
きるようにすることへの協力だけではなく、高齢者や障害者
等の自立した日常生活や社会生活を確保することの重要性
について理解を深めることが、国民の責務と定められている。

心のバリアフリー

在来の路線バスの運行がない、あるいは道路幅員などの理
由で運行できない地域等を対象に、地域の住民などが中心
となって導入する基本的に誰もが利用できる交通手段のこ
と。

コミュニティ交通

さ行

再生可能でCO₂の排出量が少ない、または排出しないエネル

ギーのこと。植物、廃食油や廃棄物から製造されるバイオ燃
料などを含む。

次世代燃料

交通局が昭和19（1944）年から昭和44（1969）年まで営
業していた市電の軌道跡地のこと。塩浜３丁目から池上新町
３丁目にかけて所在しており、全長約１km、面積約11,467
㎡の細長い形状となっている。現在は資産の有効活用を目
的に、駐車場や資材置き場等として貸付けている。

市電の旧線路用地

運転者ではなくシステムが、運転操作に関わる認知、予測、判
断、操作を代替して行い、車両を自動で走らせること。

自動運転

今後のさらなるサービス向上に向け、サービスポリシーの効
果測定を行い、実践する上での参考とするため、市バスサー
ビス全般についての総合満足度及びサービスポリシーの４つ
の柱に沿ったお客様満足度を調査するもの。

市バスお客様アンケート
調査

市民やお客様の声に応え、満足をいただくために取り組む
サービスについての市民やお客様への約束として、これまで
に実施してきたサービス業務を基に平成24年9月に定めた
もの。安全、安心・信頼、快適、コミュニケーションの４つの柱
からなる。

市バスサービスポリシー

パソコンやスマートフォンなどから、市バスの運行情報や時刻
表、経路等を検索、閲覧できる情報提供サービスのこと。

市バスナビ

解説用語

道路運送車両法に基づき、車両が保安基準に適合しているか
の検査を行うこと。基準に適合していると認められると、自
動車検査証の有効期間が延長される。

車検

共生社会実現のための取組を推進するため、事業者に対し合
理的配慮の提供を義務付けるとともに、行政機関相互間の連
携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するため
の支援措置を強化することを内容とする法律。

障害者差別解消法

睡眠時無呼吸症候群（Sleep Apnea Syndrome）は、睡
眠中に上気道が塞がれ無呼吸を繰り返すことにより、日中の
眠気などの症状を伴う病気のこと。運転中に眠気などが生じ
ると事故を引き起こす原因となることから、市バスでは、平
成20年度から運転手全員を対象に、早期発見・早期治療に
つなげるためのスクリーニング検査を実施している。

睡眠時無呼吸症候群
（ＳＡＳ(サス)）スクリーニ
ング検査

た行

一般的には65歳以上の人口比率が21％を超えた状態のこ
と。

超高齢社会

道路運送車両法に基づき、一定期間ごとに国土交通省令で
定める技術上の基準による点検のこと。路線バスは３か月ご
とに行う。

定期点検（３、６、９か月）

タコグラフとは、自動車に搭載される運行記録用計器の一種
であり、運行時間中の走行速度などの変化をグラフ化するこ
とでその車両の稼働状況を把握できるようにした計器のこ
と。この数値を電気的に記録できるようにしたものがデジタ
ルタコグラフであり、速度などの従来のデータに加え、急な
加減速やドアの開閉などの様々なデータが記録されるため、
ドライブレコーダーの映像記録と併せ、運転手の指導等に活
用している。

デジタルタコグラフ

運行管理者が、運転手に対し個別、対面にて、当日の体調（疾
病、疲労、睡眠不足等）の確認や必要な情報提供を行うとと
もに、運転手から必要な報告を受けること。乗務前と乗務後
に実施する。

点呼執行

バスに覆面調査員が添乗し、安全面やサービス面に関する基
本的な事項などについて、運転手が適切に行っているかどう
かを調査すること。その評価や助言を改善指導等に活用して
いる。

添乗観察

Digital Transformation（デジタル・トランスフォーメー
ション）の略で、本計画上ではデータとデジタル技術によって
サービス、業務、企業文化等の変革を成し遂げるものを指す。

DX（ディーエックス）
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解説用語

電気を充電した蓄電池の電力でモーターを動かすことによっ
て走行するバス。走行時は CO₂ や排気ガスを出さない。電気バス

交通事故処理等の迅速化や、事故防止に向けた安全運転意
識の向上のため、車内外の映像画像や音声を自動的に記録
する車載装置のこと。

ドライブレコーダー

な行

事業者が構築した安全管理体制を自己評価するために行う
監査のこと。

内部監査

路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送
する事業のこと。一般の路線バス、定期観光バス、高速バスが
含まれる。

乗合バス

は行

複数の動力源を有するバスのこと。一般に、エンジンと電気
モーターの２つの動力源を持つ電気式ハイブリッドバスを指
す。

ハイブリッドバス

業務管理手法の１つで、Plan（計画）、Do（実行）、Check（評
価）、Act（改善）の１つの過程を繰り返し循環させることで、
継続的に業務の改善を図っていく仕組みのこと。

ＰＤＣＡ(ピーディーシー
エー)サイクル

ま行

経営トップ自らが行う安全管理体制全般の見直しのこと。安
全管理体制の構築・改善の状況についての振り返りと総括、
安全管理体制が適切かつ有効に機能しているかの評価、必要
に応じた見直し・改善を行う。

マネジメントレビュー
（輸送安全委員会）

や行

交通事故の発生に際し一定の過失責任を有する事故のこと。
市バスでは、責任割合１％以上の事故を有責事故としている。

有責事故

ら行

川崎区の産業道路より海側の地域のこと。長年にわたり国際
経済を牽引してきた日本を代表する工業地帯。高度なものづ
くり技術とともに公害を克服してきた過程における世界有数
の環境技術を持つ世界的企業が多数立地している。ライフサ
イエンス・環境分野など、高度先端技術を有する研究開発機
能の立地を促し、京浜臨海部の持続的な発展と日本の経済
成長を牽引する国際競争拠点を目指している。

臨海部

解説用語

川崎臨海部が発展し続け、本市の「力強い産業都市づく
り」の中心として市民サービスや雇用を支えるだけでなく、
産業拠点として世界の模範となるような地域を目指して、
企業をはじめとするさまざまな関係者とともに30年後を
見据えたビジョンのこと。平成30（2018）年3月に策定
した。

臨海部ビジョン
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